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適切な土地利用を誘導する計画的なまちづくり

１． 景観計画策定事業 建設部

人が行き交う道路・交通ネットワークづくり

2． 砂原橋架け替え及び周辺道路整備事業 建設部

3． 道路新設改良事業（笛吹スマートインターチェンジ設置の促進） 建設部

機能的で魅力ある市街地づくり

4． 石和温泉駅周辺整備事業 建設部

人々の交流を盛んにするしくみづくり

5． 多機能アリーナ建設事業（人づくり、健康づくり、交流づくりの拠点整備） 経営政策部

6． 上芦川地域原風景復活保存事業 産業観光部

実り多い産業と、人々の集うまちづくり
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もてなしの心があふれる観光地づくり

7． 観光宣伝事業（各地域が一体となっての観光宣伝活動） 産業観光部

魅力的で安定性のある農林業づくり

8． 新規就農農業後継者支援事業 産業観光部

桃・ぶどう日本一を誇れる郷づくり

9． 農産物等消費拡大宣伝事業 産業観光部

活力ある地域経済づくり

10． 中小企業者緊急経済対策資金利子補給事業 産業観光部

安定した就業環境づくり

11． 労働総務事務（就職ガイダンスの開催） 産業観光部
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平成23年度マニフェスト

部局名 建設部

NO．事業名 景観計画策定事業

施 策 適切な土地利用を誘導する計画的なまちづくり

  良好な景観の形成を図るため、本市は山梨県知事の同意を受け、平成21年5月から県内12番目
の景観行政団体になりました。
  農業と観光を標榜する本市は、にぎわい、自然、農村、眺望、歴史的・文化的など様々な景観を
有しています。
　これらの景観を保全し、ふさわしい景観づくりと地域の特性を活かした景観形成を推進するため景
観計画を策定するものです。
　なお、策定期間は平成21年度から平成23年度を予定しています。

平成23年度の取り組み

施
策
向
上

に
向
け
て

　景観は、先人の長い歴史と営みのなかで受け継がれ、形づくられてきたもので、本市の貴重な財
産です。
　このふるさとの美しい景観（資源）の魅力を再認識し、大切に守り・育てていくとともに、まち・郷づく
りに積極的に活用し、みんなが愛着と誇りをもてる景観づくりを計画的に進めます。

事
　
業
　
概
　
要

施策体系
まちづくりの方向 実り多い産業と、人々の集うまちづくり

手
段

○策定委員会の開催（４回）
○庁内検討委員会（WG）開催
○景観にかかる課題抽出・検討
○景観形成方針の策定、計画書等の策定
○景観条例等の検討
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4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月11月12月 1月 2月 3月

○ ● ○ ● ○ ● ○ ●

段
○景観条例等 検討
○市民への周知PR（パブリックコメント、広報・HP掲載）

千円4
財

源

内

訳

千円

策定委員会の開催
数
値
目
標

項目 単位 数値目標

庁内検討委員会の開催

回

回

4

地 方 債

4,950

千円

県 支 出 金 千円

事業費

国庫支出金

千円

そ の 他 千円

一 般 4,950

ス
ケ
ジ

ュ
―

ル

備考

策定委員会（●）・WG（○）
の開催

課題抽出・検討

形成方針・計画書策定

景観条例等の検討
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平 成 23 年 度 の 結 果及 び今 後の 方向

部局名 建設部

NO．事業名 景観計画策定事業

千円

施策体系
まちづくりの方向 実り多い産業と、人々の集うまちづくり

施 策 適切な土地利用を誘導する計画的なまちづくり

平 成 23 年 度 の 取 り 組 み 結 果

検

証

　関係各課による庁内検討委員会を4回、学識経験者等で組織する景観計画策定委員会を4回開
催し、景観計画の素案を作成しました。
　それぞれの委員会においては、各委員から専門的な意見が出される中で議論を深め、計画素案
が作成されました。
　景観条例については、今回作成した計画素案をもとに、今後市民からいただく意見を踏まえつつ
『景観計画』を策定しますので、その計画と内容の整合を図りつつ、制定に向けて作業を進めます。

数

値

結

項 目 単位 数値結果 事業費（決算） 2,517

千円

策定委員会の開催 回 4 県 支 出 金 千円

庁内検討委員会の開催 回 4
財

源

内

国庫支出金

千円地 方 債

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月11月12月 1月 2月 3月

○ ● ○ ○● ● ○ ●

果
内

訳
そ の 他 千円

一 般 2,517 千円

今

後

の

方

向

　今後は今回作成した素案について、地区説明会（地域審議会）やパブリックコメント、市議会等に
おいて内容を説明し、意見をいただく中で、計画内容を調整し、景観計画を策定します。
　併せて、景観条例及びそれに付随する規則等の制定、景観審議委員会の立ち上げ等、運用開始
に向けた具体的な取り組みを進めていきます。
　また、景観計画の策定にあたっては、市民に周知することによって景観に対する意識の向上を図
り、協働によるまちづくりを進めていくことも重要と考えています。

実

施

工

程

備考

策定委員会（●）・WG（○）
の開催

課題抽出・検討

形成方針・計画書策定

景観条例等の検討
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　本整備事業を実施することで、石和町富士見地区、八代町西部地区、境川町の更なる連係強化を可
能とし、小瀬スポーツ公園などの各種施設や甲府市南部へのアクセスが容易になります。また、中央自
動車道の八代バス停付近に計画を進めている（仮称）「笛吹スマートインターチェンジ」とのアクセスによ
り、「人、物」の動きが一層増幅されます。さらに、圭林バイパス・甲府笛吹線・新山梨環状道路などの主
要県道とも連携する中で、交通ネットワクークづくりを進めます。

平成23年度の取り組み

手

○地区説明会
○関係機関との協議調整
○用地補償契約
○下部工施工（橋台：２基、橋脚３基）

事
　
業
　
概
　
要

　市道石和13号線（砂原橋）は、笛吹川右岸の石和町砂原地内と左岸の八代町増利地内を結ぶ役
割を果たしているものの、橋の幅員は約3メートルしかなく一方通行で共用されている現状です。
　このため、車両のすれ違い可能な橋梁に架け替え、その周辺道路整備を進めることにより、石和
町富士見地区、八代町西部地区、境川町の連係を可能とし、小瀬スポーツ公園などの各種施設や
甲府市南部へのアクセス道路として多くの経済効果も期待されることから、平成26年度完成を目指
し事業を推進します。

平成23年度マニフェスト

部局名 建設部

NO．事業名 砂原橋架け替え及び周辺道路整備事業

施策体系
まちづくりの方向 実り多い産業と、人々の集うまちづくり

施 策 人が行き交う道路・交通ネットワークづくり

施
策
向
上

に
向
け
て
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4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月11月12月 1月 2月 3月

● ●

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ● ●

千円

一 般 32,149

ス
ケ
ジ

ュ
―

ル

備考

地区説明会

関係機関との協議調整

用地補償契約

下部工施工

千円

地区説明会 回 4
財

源

内

訳

国庫支出金 300,000 千円

事前協議・関係機関との協議 回 12 県 支 出 金 千円

588,800

手
段

数
値
目
標

項目 単位 数値目標 事業費

そ の 他

用地補償契約 － 随時

千円

920,949

地 方 債 千円

-4-



2

平 成 23 年 度 の 結 果及 び今 後の 方向

部局名 建設部

NO．事業名 砂原橋架け替え及び周辺道路整備事業

千円

施策体系
まちづくりの方向 実り多い産業と、人々の集うまちづくり

施 策 人が行き交う道路・交通ネットワークづくり

平 成 23 年 度 の 取 り 組 み 結 果

検

証

　平成21年度から国土交通省との協議を進め、橋梁工事については平成23年11月の渇水期の工
事着手を目指して取り組んできました。
　6基ある橋脚のうち3基の橋脚においては、平成23年10月に契約を締結し、平成23年12月より河川
内工事に着手しています。
　また、上部工製作工事においては、平成23年12月に契約を締結し、着手しました。
　各地区への事業説明会を平成23年7月より6回開催し、地権者については直接現地等で説明する
ことで用地確保に努めました。

数

値

結

項 目 単位 数値結果 事業費（決算） 361,911

千円

事前協議・関係機関との協議 回 20 県 支 出 金 千円

地区説明会 回 6
財

源

内

国庫支出金 176,010

用地補償契約 － 随時 176,500 千円地 方 債

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月11月12月 1月 2月 3月

● ● ●

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ● ●

果
内

訳
そ の 他 千円

一 般 9,401 千円

今

後

の

方

向

　平成26年度の橋梁完成を目指し、工程管理を進めます。
　平成24年の渇水期に3基の下部工に着手する計画ですので、平成24年10月までに河川協議を実
施します。
　また、平成24年度の周辺道路整備については、平成24年11月頃の工事着手を目指し、用地確保
に努めます。

実

施

工

程

備考

地区説明会

関係機関との協議調整

用地補償契約

下部工施工
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　周辺住民の利便性の向上、交流人口（観光客）の増加、自然を活かした観光振興、活力ある地域
経済づくりのための優良企業誘致などにより、施策の目標である「人が行き交う道路・交通ネットワー
クづくり」の実現に寄与します。

平成23年度の取り組み

○勉強会及び地区協議会の開催
○実施計画書の策定

事
　
業
　
概
　
要

　スマートインターチェンジは、ETC車専用のインターチェンジとして整備するため、料金徴収施設を
集約する必要がなく、通常のインターチェンジと比べてコンパクトな整備が可能となるほか、料金徴
収にかかる人件費も節約可能となるなど、効率的に追加インターチェンジが整備できる特徴がありま
す。
　国では、それまで社会実験を行ってから整備していたスマートインターチェンジについて、高速道
路の利便性向上を図るべく、平成21年度から「高速道路利便増進事業」として、約10年間で200箇
所以上のスマートインターチェンジを本格整備する事業を実施しています。
　笛吹市では平成19年11月に市長、市議会議長から山梨県知事あてに要望書を提出し、設置に向
けた取り組みを始め、現在、県と連携する中で、インターチェンジの設置位置や構造形式、アクセス
道路等について、国や中日本高速道路株式会社など関係機関との調整を行う勉強会を行っていま
す。

平成23年度マニフェスト

部局名 建設部

NO．事業名 道路新設改良事業（笛吹スマートインターチェンジ設置の促進）

施策体系
まちづくりの方向 実り多い産業と、人々の集うまちづくり

施 策 人が行き交う道路・交通ネットワークづくり

施
策
向
上

に
向
け
て
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4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月11月12月 1月 2月 3月

●

千円

一 般 5,000

ス
ケ
ジ

ュ
―

ル

備考

勉強会及び地区協議会

実施計画書の策定

千円

勉強会及び地区協議会 回 5
財

源

内

訳

国庫支出金 千円

実施計画書の策定 ― H24.3 県 支 出 金 千円

手
段

○実施計画書 策定

数
値
目
標

項目 単位 数値目標 事業費

そ の 他

千円

5,000

地 方 債 千円

-6-



3

平 成 23 年 度 の 結 果及 び今 後の 方向

部局名 建設部

NO．事業名 道路新設改良事業（笛吹スマートインターチェンジ設置の促進）

千円

施策体系
まちづくりの方向 実り多い産業と、人々の集うまちづくり

施 策 人が行き交う道路・交通ネットワークづくり

平 成 23 年 度 の 取 り 組 み 結 果

検

証

　平成22年度までに、実施計画書策定に向けた勉強会を5回開催し、23年度内での策定を目途に
取り組んできました。
　平成23年6月に開催した第6回勉強会において計画書の素案が整ったため、「高速道路利便増
進事業」制度実施要項に基づく地区協議会設置への移行を見据えた中で、新たに甲府市と山梨
大学佐々木教授にご協力をいただき、平成23年7月に地区協議会準備会を立ち上げ必要な検討
項目の調整を終えました。
　平成23年12月26日に開催した地区協議会において実施計画書を策定し、平成23年3月1日付
けで、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構及び中日本高速道路株式会社に山梨県
と連名で実施計画書を提出しました。

数

値

結

項 目 単位 数値結果 事業費（決算） 4,994

千円

実施計画書の策定 ― H24.3 県 支 出 金 千円

勉強会及び地区協議会 回 5
財

源

内

国庫支出金

千円地 方 債

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月11月12月 1月 2月 3月

●

果
内

訳
そ の 他 千円

一 般 4,994 千円

今

後

の

方

向

　平成24年4月に実施箇所として選定し、国の同意を得たのち、国土交通大臣に高速自動車国道と
の連結許可について申請します。
　連結許可・協定ののち、詳細設計・用地測量に着手し、平成28年3月供用を目指し、取り組みま
す。

実

施

工

程

備考

勉強会及び地区協議会

実施計画書の策定

－7－



4

手

○駅周辺検討委員会の開催
○駅舎に関するＪＲとの協議
　　基本設計
　　実施設計

施 策

　石和温泉駅は、桃・ぶどう日本一と温泉の郷の鉄道玄関口であり、多くの観光客の交流拠点と
なっています。
　しかしながら、駅舎は築７0年を経過し、老朽化が進んでいると同時に駐車場も不足し、パークアン
ドライド対応もできない状況です。
　このため、石和温泉駅の改築、駅内南北通路の設置、北口駅前広場等の整備を行い、機能的で
美しい町並みの形成とともに、市民の利便性の向上にあわせ、今後増加が期待される観光客の交
流拠点として、整備を進めます。

平成23年度の取り組み

施
策
向
上

に
向
け
て

　本事業の実施により、石和温泉駅周辺が本市の鉄道玄関口にふさわしい施設となり、市内外の交
流拠点としてや、通勤・通学者の交通利便性の向上が図られます。
　また、幹線道路の渋滞を緩和するためのパークアンドライドも推進され、機能的なまちづくりが進め
られます。

事
　
業
　
概
　
要

施策体系
まちづくりの方向 実り多い産業と、人々の集うまちづくり

機能的で魅力ある市街地づくり

平成23年度マニフェスト

部局名 建設部

NO．事業名 石和温泉駅周辺整備事業

-8-

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月11月12月 1月 2月 3月

● ●

93,983

地 方 債 166,000

ス
ケ
ジ

ュ
―

ル

備考

検討委員会の開催

駅舎基本設計・実施設計

用地取得

回

回

10

383,493

千円

県 支 出 金 千円

事業費

国庫支出金

千円

そ の 他 74,510 千円

一 般

手
段

実施設計
○用地取得
○駅周辺整備･改良に係る協議
　　水道・下水他

49,000 千円2
財

源

内

訳

千円

JRとの協議
数
値
目
標

項目 単位 数値目標

用地取得 ㎡ 2,000

検討委員会の開催

-8-



4

平 成 23 年 度 の 結 果及 び今 後の 方向

部局名 建設部

NO．事業名 石和温泉駅周辺整備事業

千円

施策体系
まちづくりの方向 実り多い産業と、人々の集うまちづくり

施 策 機能的で魅力ある市街地づくり

平 成 23 年 度 の 取 り 組 み 結 果

検

証

　駅舎及び南北自由通路の基本設計が、業務委託している株式会社ＪＲ東日本から示されたため、Ｊ
Ｒとの調整・協議を重ねるとともに、市議会や駅周辺まちづくり検討委員会、身障者団体等において
概要を説明し意見をいただきました。
　10月には株式会社ＪＲ東日本と実施設計協定を締結し、検討委員会等でいただいた意見を参考
に、コスト縮減等を図る中で実施設計に着手しています。
　また、北口広場の用地については、ＪＲ貨物等の所有地を除いて大部分を取得しました。
　現在は、駅北側の上下水道工事に着手しており、ロータリーの設計については、県公安委員会等
と協議する中で進めています。

数

値

結

項 目 単位 数値結果 事業費（決算） 337,872

千円

JRとの協議 回 15 県 支 出 金 千円

検討委員会の開催 回 3
財

源

内

国庫支出金 45,315

用地取得 ㎡ 2,890 141,100 千円地 方 債

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月11月12月 1月 2月 3月

● ● ●

果
内

訳
そ の 他 36,800 千円

一 般 114,657 千円

今

後

の

方

向

　平成26年度の工事完成を目指し、株式会社ＪＲ東日本との協議を行いつつ実施設計を進めるとと
もに、建築確認等の必要な手続きを経て、本体工事等に着手していきます。
　北口アクセス道路については、平成24年度中に電線共同溝を敷設するとともに一部区間の完成
を図ります。
　残りの用地については、株式会社ＪＲ東日本及びＪＲ貨物と協議を進め、適時取得に努めていきま
す。
　また、駅周辺まちづくり検討委員会や市議会において適宜説明し、いただいた意見を参考にして
事業を進めていきます。

実

施

工

程

備考

検討委員会の開催

駅舎基本設計・実施設計

用地取得

－9－



5

手
段

○基本設計業務
○実施設計業務
○建設予定地にある地権者の代替地の確保
○事業認定等の手続きに向けた各種協議
○基礎資料となる地質調査などの実施

施 策 人々の交流を盛んにするしくみづくり

　スポーツ活動や市民活動、市内外の交流を促進し、「人づくり」「健康づくり」「交流づくり」の拠点と
なる施設としての多機能アリーナを建設します。
　施設の概要につきましては、各種屋内スポーツに主軸をおき、1,500人から2,000人規模の集会、
イベント、コンサートなど開催可能な多機能な施設及び会議・研修室であり、敷地面積約46,000㎡を
見込み、延床面積は10,000㎡未満とします。
　この建設事業には合併特例債を活用し、平成26年度末の完成を目指します。

施
策
向
上

に
向
け
て

　この施設が完成し、既存の施設と連携することで、市全域でのスポーツ活動や文化活動を通して、
市民活動の一体感の醸成が図られるとともに、市内外の交流が促進されることにより市民の幸福度
が増し、地域が活性化します。

事
　
業
　
概
　
要

施策体系
まちづくりの方向 実り多い産業と、人々の集うまちづくり

NO．事業名 多機能アリーナ建設事業（人づくり、健康づくり、交流づくりの拠点整備）

平成23年度マニフェスト

部局名 経営政策部

-10-

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月11月12月 1月 2月 3月

19,359

地 方 債

ス
ケ
ジ

ュ
―

ル

備考

基本設計

実施設計

各種調査・関係諸機関との協
議

建設委員会

繰越

回

回

7

19,359

千円

県 支 出 金 千円

事業費

国庫支出金

千円

そ の 他 千円

一 般

段
○基礎資料となる地質調査など 実施
○建設委員会の開催
○市民の合意形成を図るための市民ミーティングを開催

千円6
財

源

内

訳

千円

市民ミーティング
数
値
目
標

項目 単位 数値目標

建設委員会

-10-



5

平 成 23 年 度 の 結 果及 び今 後の 方向

部局名 経営政策部

NO．事業名 多機能アリーナ建設事業（人づくり、健康づくり、交流づくりの拠点整備）

千円

施策体系
まちづくりの方向 実り多い産業と、人々の集うまちづくり

施 策 人々の交流を盛んにするしくみづくり

平 成 23 年 度 の 取 り 組 み 結 果

検

証

　平成23年度は『笛吹市多機能アリーナ基本設計』が完成し、建設に向けた具体的な設計を行うた
め実施設計に着手しました。基本設計については、今まで実施した「市民ミーティング」、「多機能ア
リーナ建設委員会」、「多機能アリーナワークショップ」などを通して多くの方々からの様々なご意見
をいただき完成しました。施設の概要は、各種屋内スポーツ（バスケットコート3面・バレーボールコー
ト4面など）に併せ、1,200人規模の集会、イベント、コンサートなどを開催可能な多機能な施設を目
指しています。
　また「多機能アリーナワークショップ」での市民による利用者の観点からのご意見を基に、学識経験
者や市内各種団体の代表者等で構成される「多機能アリーナ建設委員会」でご協議いただき『笛吹
市多機能アリーナ建設整備計画』並びに『笛吹市多機能アリーナ管理運営基本計画』を策定しまし
た。
　さらに、平面図作成業務や地質調査業務など設計業務に必要な業務も実施しました。
　市民ミーティングは、建設整備計画や基本設計の概要などについて2か所で開催しました。

数

値

結

項 目 単位 数値結果 事業費（決算） 57,928

千円

市民ミーティング 回 2 県 支 出 金 千円

建設委員会 回 8
財

源

国庫支出金

41 700 千円地 方 債

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月11月12月 1月 2月 3月

結

果
内

訳

41,700 千円

そ の 他 千円

一 般 16,228 千円

地 方 債

今

後

の

方

向

　多機能アリーナは『人づくり』『健康づくり』『交流づくり』の拠点施設として、また災害時の防災拠点
としての整備を目指しています。
　今後、詳細な設計と共に管理・運営をどのように行なっていくか、ということが大変重要となってきま
す。多機能アリーナは、市民の皆様に使っていただく施設ですので、多くの方々の意見をいただき
たいと考えています。
　そこで「多機能アリーナワークショップ」を拡充し、皆様から多くのご意見をいただき、さらに「多機
能アリーナ建設委員会」において協議をいただく中で、「実施設計」と「管理運営実施計画」を策定
します。
　また、建設に必要な事業認定や各種許認可などの協議を重ねていきます。
　さらに、市民の皆様には広報やホームページをはじめとし、多くの機会を通じ、説明及び報告を
し、ご理解をいただけるよう努めます。

実

施

工

程

備考

基本設計

実施設計 繰越

各種調査・関係諸機関との協
議

建設委員会

－11－



6

事
　
業
　
概
　
要

手
段

　平成23年度は、原風景の核となる施設として、茅葺の古民家の改修工事をおこなうとともに、水車
小屋、駐車場・トイレ施設の設計を行います。

施 策 人々の交流を盛んにするしくみづくり
施策体系

まちづくりの方向 実り多い産業と、人々の集うまちづくり

　芦川地域には、農山村の原風景とも言える自然と、独特の風土の中で先人たちが築き上げてきた
文化がありますが、過疎化の波に呑み込まれてしまう恐れがあります。
　このため、上芦川地区を原風景復活エリアに設定し、点在する資源(茅葺の古民家、水車小屋、道
水路等)の整備を行い、この地域の素晴らしさを地域はもちろんのこと、訪れる多くの方々に広く紹介
します。

平成23年度の取り組み

施
策
向
上

に
向
け
て

　自然と安らぎを求める風潮が広がりはじめていることから、原風景を復活し、多くの人々に広く紹介
することにより、市内外の交流を盛んにします。

平成23年度マニフェスト

部局名 産業観光部

NO．事業名 上芦川地域原風景復活保存事業

-12-

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月11月12月 1月 2月 3月

数
値
目
標

項目

ス
ケ
ジ

ュ
―

ル

備考

茅葺古民家改修設計・
工事監理

茅葺古民家改修工事

水車小屋・駐車場・トイレ
施設設計

千円
財

源

内

訳

千円

そ の 他

単位 数値目標

茅葺古民家の改修 棟 1

46,890

千円

県 支 出 金 千円

事業費

国庫支出金

千円

千円

一 般 1,390

45,500地 方 債

段

-12-



6

平 成 23 年 度 の 結 果及 び今 後の 方向

部局名 産業観光部

NO．事業名 上芦川地域原風景復活保存事業

千円

施策体系
まちづくりの方向 実り多い産業と、人々の集うまちづくり

施 策 人々の交流を盛んにするしくみづくり

平 成 23 年 度 の 取 り 組 み 結 果

検

証

○茅葺き古民家「藤原邸」改修の設計を行うにあたり文化財課とも打合せを行い、文化財としての特
徴を活かした改修を行いました。
○トイレ・水車施設の整備について検討し、設計を行いました。
○改修計画を進めるにあたり、先進地視察を行い、類似施設の方向性を参考に検証しました。
○地域住民とのワークショップを開催し、国の選定する『重要伝統的建造物群保存地区』に向けた
取り組みを検討しました。

数

値

結

項 目 単位 数値結果 事業費（決算） 36,120

千円

県 支 出 金 千円

茅葺古民家の改修 棟 1
財

源

内

国庫支出金 16,695

19,420 千円地 方 債

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月11月12月 1月 2月 3月

果
内

訳
そ の 他 千円

一 般 5 千円

今

後

の

方

向

○平成24年度は『藤原邸』のトイレ、水車小屋及び外構を整備します。
○地域住民向けの見学会や説明会などを開催し、地域振興の場としての活用を検討します。
○実績のあるNPO等に協力していただくなか、地域振興策としての古民家の活用方法を検討し、取
り入れることで、地域の振興を図ります。

実

施

工

程

備考

茅葺古民家改修設計・
工事監理

茅葺古民家改修工事

水車小屋・駐車場・トイレ
施設設計

－13－



7

　笛吹市に訪れる観光客にわかりやすく観光資源を紹介するためのパンフレットの作成や、各種イ
ベント情報の宣伝活動を行い、「もてなしの心があふれる観光地づくり」の実現を目指します。

平成23年度の取り組み

手
段

　笛吹市観光ガイドマップ等の改廃作業を進め、観光宣伝に有効的な印刷物を作成すると共に、テ
レビ、ラジオ等のマスメディアを利用してCM活動を行います。
　また、観光エージェントを訪問したり、笛吹市へお招きし、豊富な観光資源を紹介し、観光客の誘
客につなげます。
　宣伝が、特定地域の独占的アピールとならないように努め、笛吹市一体の宣伝戦略が図れるよう

事
　
業
　
概
　
要

　桃・ぶどうに代表する果実や温泉など豊富な笛吹市の観光資源を、広く県内外に宣伝し、観光客
の集客や物産の販売拡大につなげ、本市の産業経済の発展に寄与します。

平成23年度マニフェスト

部局名 産業観光部

NO．事業名 観光宣伝事業（各地域が一体となっての観光宣伝活動）

施策体系
まちづくりの方向 実り多い産業と、人々の集うまちづくり

施 策 もてなしの心があふれる観光地づくり

施
策
向
上

に
向
け
て

-14-

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月11月12月 1月 2月 3月

● ● ● ●

千円

一 般 20,584

ス
ケ
ジ

ュ
―

ル

備考

観光ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄの作成

春・夏まつりのCM

エージェントへの観光資源紹
介

千円

観光ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄの作成 部 40,000
財

源

内

訳

国庫支出金 千円

春・夏まつりのCM 本 520 県 支 出 金 千円

9,450

段
宣伝が、特定地域 独占的 とならな ように努め、笛吹市 体 宣伝戦略が図れるよう

に、宣伝内容や広告物の作成に工夫を凝らし、本市の良さをアピールするため、多くの観光資源を
広く観光関係者等に情報発信します。

数
値
目
標

項目 単位 数値目標 事業費

そ の 他

エージェントへの観光資源紹介 事業所 100

千円

30,034

地 方 債 千円

-14-



7

平 成 23 年 度 の 結 果及 び今 後の 方向

部局名 産業観光部

NO．事業名 観光宣伝事業（各地域が一体となっての観光宣伝活動）

千円

施策体系
まちづくりの方向 実り多い産業と、人々の集うまちづくり

施 策 もてなしの心があふれる観光地づくり

平 成 23 年 度 の 取 り 組 み 結 果

検

証

○笛吹市観光ガイドマップは、扱いやすく、だれもが手軽に取りやすいサイズに変更しました。
○イベント実施時期の6ヶ月前までにイベントの案内パンフレットを作成し、観光エージェントや各観
光業者を通して紹介し、観光客の誘客に努めました。
○大型イベントのパンフレットは、笛吹市一体の宣伝が図れるよう地域ごとのパンフレットでありなが
ら、統一的デザインを用い、笛吹市としての統一性を高めました。
○テレビ・ラジオでのCMに加え、大手新聞紙面を利用した大型広告やＪＲ中刷り広告など、笛吹市
の知名度アップ対策を図りました。
○観光エージェントを積極的に訪問し、笛吹市の多くの観光資源のPRやイベントの案内を行ないま
した。
○トップセールスとして、香港・台湾の大手エージェントを訪問し、山梨県、笛吹市には、3・11震災
に伴う放射能の影響がないことを伝えると共に、誘客をお願いしました。

数

値

結

項 目 単位 数値結果 事業費（決算） 26,634

千円

春・夏まつりのCM 本 500 県 支 出 金 千円

観光ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄの作成 部 148,000
財

源

内

国庫支出金

エージェントへの観光資源紹介 事業所 130 千円地 方 債

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月11月12月 1月 2月 3月

● ● ● ● ● ●

果
内

訳
そ の 他 9,450 千円

一 般 17,184 千円

今

後

の

方

向

　観光広告については、イベントの6ヶ月から10ヶ月前に、事前の告知やイベント紹介を行なってき
ておりますが、宣伝については、「いつ・どこに・どのような情報を、どのような方法で」伝えていくかを
明確にすることで、まだまだ、知名度の少ない「笛吹市」を広く全国に発信していきます。
　また、海外エージェントへの宣伝活動は、継続的な宣伝PR事業により効果が現れますので、桃等
の輸出促進活動とあわせて、トップセールスにより、更なる推進に努めます。

実

施

工

程

備考

観光ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄの作成

春・夏まつりのCM

エージェントへの観光資源紹介

－15－
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手
段

　認定後継者認定申請書(新規就農農業後継者支援金交付申請書)により認定された認定後継者
に対し、年間4回支援金を交付します。

施 策 魅力的で安定性のある農林業づくり

　農業従事者の高齢化及び後継者不足が進行する中、新たな農業の担い手の確保や地域農業の
振興を図り、「桃・ぶどう日本一の郷」を堅持するため、新規就農農業後継者に対し、支援金を交付
します。
・新規就農農業後継者に対し、一世帯あたり月額30,000円以内（30歳になる月の前月まで）を月単
位で交付します。
・新規就農農業後継者とは、既存農家へ新規に就農した後継者で笛吹市に住所を有する方です。
・年間150日以上農業に従事し、確定申告時に事業専従者となっている必要があります。
・事業終了後、3年以上市内で営農を継続する必要があり、継続が確認できない場合は、全額を返
還しなければなりません。

平成23年度の取り組み

施
策
向
上

に
向
け
て

　支援事業により、自然と親しむ仕事「農業」に魅力を感じ、新規に農業にチャレンジしていく担い手
の増加を見込み安定した就業環境の確保を図ります。

事
　
業
　
概
　
要

施策体系
まちづくりの方向 実り多い産業と、人々の集うまちづくり

平成23年度マニフェスト

部局名 産業観光部

NO．事業名 新規就農農業後継者支援事業

-16-

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月11月12月 1月 2月 3月

● ● ● ●

ス
ケ
ジ

ュ
―

ル

備考

申請受付

支援金交付

10,800

千円

県 支 出 金 千円

事業費

国庫支出金

千円

そ の 他 千円

一 般 10,800

人

地 方 債

段

千円30
財

源

内

訳

千円

数
値
目
標

項目 単位 数値目標

新規就農農業後継者の数

-16-



8

平 成 23 年 度 の 結 果及 び今 後の 方向

部局名 産業観光部

NO．事業名 新規就農農業後継者支援事業

千円

施策体系
まちづくりの方向 実り多い産業と、人々の集うまちづくり

施 策 魅力的で安定性のある農林業づくり

平 成 23 年 度 の 取 り 組 み 結 果

検

証

　認定した新規就農農業後継者に対して、一世帯あたり月額30,000円を交付しました。
　平成23年度は、新たに4名の後継者を認定し、前年度からの継続者と合わせて、33名の新規就農
農業後継者に対して、総額10,170千円の支援金を交付しました。

数

値

結

項 目 単位 数値結果 事業費（決算） 10,170

千円

県 支 出 金 千円

新規就農農業後継者の数 人 33
財

源

内

国庫支出金

千円地 方 債

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月11月12月 1月 2月 3月

● ● ● ●

果
内

訳
そ の 他 千円

一 般 10,170 千円

今

後

の

方

向

　支援金の交付を受けている農業後継者が、地域農業の担い手として定着できるよう、栽培技術を
習得する機会を提供するなどの支援をします。

実

施

工

程

備考

申請受付

支援金交付

－17－



9

手
段

　農産物の消費拡大宣伝を効率的・効果的に行うため、笛吹農協・フルーツ山梨農協等、関係団体
と連携する中で計画的に事業を実施します。
　その中で国内においては、日本一の青果物の取扱量を誇る東京大田市場で、関係団体と合同に
よるトップセールスを行い、市場関係者へ笛吹市の農産物をPRします。
　また国外では、新たな販路拡大のため三年前より香港で実施している消費拡大宣伝も好評をいた

　ＪＡなどの関係団体と連携し、「桃・ぶどう日本一の郷」を国内外にアピールするとともに、桃・ぶど
う、柿など、本市の特産農産物を消費者へ広くPRすることで、笛吹市の知名度の向上と販売の促進
を図ります。

平成23年度の取り組み

施
策
向
上

に
向
け
て

　「桃・ぶどう日本一の郷」として確固たる地位を維持していくためには、生産量と品質の維持ととも
に「笛吹ブランド」を確立し、市場はもとより多くの消費者に広く認知されることが重要です。
　このため消費拡大宣伝事業を実施し、笛吹市の農産物をPRすることにより、桃・ぶどう日本一を誇
れる郷づくりに効果的な取り組みを進めます。

事
　
業
　
概
　
要

施 策 桃・ぶどう日本一を誇れる郷づくり
施策体系

まちづくりの方向 実り多い産業と、人々の集うまちづくり

平成23年度マニフェスト

部局名 産業観光部

NO．事業名 農産物等消費拡大宣伝事業

-18-

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月11月12月 1月 2月 3月

● ● ●

● ●

ス
ケ
ジ

ュ
―

ル

備考

会議（日程調整・打合せ）

消費宣伝実施（国内）

消費宣伝実施（国外） 香港

地 方 債

5,483

千円

県 支 出 金 千円

事業費

国庫支出金

千円

一 般 5,483

回 2

会議（日程調整・打合せ）

回

回

段
また国外 は、新たな販路拡大 ため 年前より香港 実施 る消費拡大宣伝も好評を た

だいていることから、笛吹市の認知度を高めるとともに、農産物の販売を促進するため、継続して香
港の量販店において「笛吹フェア」を実施します。

千円3
財

源

内

訳

千円

消費宣伝実施（国内） 4

千円

そ の 他

数
値
目
標

項目 単位 数値目標

消費宣伝実施（国外）

-18-



9

平 成 23 年 度 の 結 果及 び今 後の 方向

部局名 産業観光部

NO．事業名 農産物等消費拡大宣伝事業

千円

施策体系
まちづくりの方向 実り多い産業と、人々の集うまちづくり

施 策 桃・ぶどう日本一を誇れる郷づくり

平 成 23 年 度 の 取 り 組 み 結 果

検

証

　農産物の消費拡大宣伝を効率的・効果的に行うため、笛吹農協・フルーツ山梨農協等、関係団体
と連携する中で計画的に事業を実施しました。
　国内では、日本一の青果物の取扱量を誇る東京大田市場や大阪本場市場、西宮ガーデンズに
おいて、JA笛吹と合同による市長・組合長のトップセールスを行いました。
　また、JAフルーツ山梨春日居支所が実施した大田市場での消費宣伝への協力、愛知県の主要市
場などにおいての消費宣伝の実施など、市場関係者・量販店・消費者等に笛吹市の特産品である
桃・ぶどう等の農産物をPRしました。
　また、国外では、3年前より香港で実施している農産物の販売を促進するための「笛吹フェア」にお
いて香港の消費者に向けて笛吹市と高品質の桃・柿をPRしましたが、平成23年度は、3月11日に発
生した東京電力福島第一原発事故による風評被害や輸出検査が厳しくなるなどの影響で事業規模
を縮小して実施せざるを得ない状況でした。

数

値

結

項 目 単位 数値結果 事業費（決算） 3,630

千円

消費宣伝実施（国内） 回 4 県 支 出 金 千円

会議（日程調整・打合せ） 回 3
財

源

内

国庫支出金

消費宣伝実施（国外） 回 2 千円地 方 債

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月11月12月 1月 2月 3月

● ● ●

● ●

果
内

訳
そ の 他 千円

一 般 3,630 千円

今

後

の

方

向

　ＪＡなどの関係団体と連携し、効率的・効果的な消費宣伝を計画的に行い「桃・ぶどう日本一の郷」
を国内外にアピールするとともに、桃・ぶどう、柿など、本市の特産農産物を消費者へ広くPRするこ
とで、笛吹市の知名度の向上と販売の促進を図ります。

実

施

工

程

備考

会議（日程調整・打合せ）

消費宣伝実施（国内）

消費宣伝実施（国外） 香港

－19－



10

　経済状況が厳しい中、中小企業者の事業継続と事業拡大のための融資に対し補助を行うことによ
り、事業者の経営安定を図ると共に、「活力ある地域経済づくり」につなげていきます。

平成23年度の取り組み

手
段

　平成20年度～21年度に融資を受けた事業者全員から補助金申請が提出されるよう、商工会と連
携し事業者への周知を行います。

事
　
業
　
概
　
要

　平成20年度国の緊急経済対策を受け、笛吹市内の中小企業者（中小企業基本法第２条に規定
する中小企業者）を対象として、笛吹市商工会と協力し、融資資金に対する利子補給を行います。
　内容は、平成20年11月1日から平成21年10月31日までの1年間の間に実行された融資（笛吹市中
小企業者緊急経済対策資金利子補給規程第4条に定める融資）に対し、支払った利子の50パーセ
ントを限度に3年間利子補給をします。

平成23年度マニフェスト

部局名 産業観光部

NO．事業名 中小企業者緊急経済対策資金利子補給事業

施策体系
まちづくりの方向 実り多い産業と、人々の集うまちづくり

施 策 活力ある地域経済づくり

施
策
向
上

に
向
け
て

-20-

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月11月12月 1月 2月 3月

● ● ● ●

●

千円

一 般 9,750

ス
ケ
ジ

ュ
―

ル

備考

会議・打合せ

事業者の調査・周知

補助金交付

千円

補助申請事業者 件 230
財

源

内

訳

国庫支出金 千円

補助金支給額 千円 9,750 県 支 出 金 千円

段

数
値
目
標

項目 単位 数値目標 事業費

そ の 他

千円

9,750

地 方 債 千円

-20-



10

平 成 23 年 度 の 結 果及 び今 後の 方向

部局名 産業観光部

NO．事業名 中小企業者緊急経済対策資金利子補給事業

千円

施策体系
まちづくりの方向 実り多い産業と、人々の集うまちづくり

施 策 活力ある地域経済づくり

平 成 23 年 度 の 取 り 組 み 結 果

検

証

　補助対象となる全事業者から補助金申請が提出されるよう、商工会と連携し事業者への周知を図
りました。
　101件の融資利用者が、平成22年11月1日から平成23年10月31日までの1年間に支払った利子に
ついて、その50％を限度として利子補給を行いました。

数

値

結

項 目 単位 数値結果 事業費（決算） 4,486

千円

補助金支給額 千円 4,486 県 支 出 金 千円

補助申請事業者 件 101
財

源

内

国庫支出金

千円地 方 債

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月11月12月 1月 2月 3月

● ●

●

果
内

訳
そ の 他 千円

一 般 4,486 千円

今

後

の

方

向

　経済状況が厳しい中、中小企業者の事業継続と事業拡大のための融資に対し補助を行うことによ
り、事業者の経営安定を図るとともに、新たな融資制度の創設等についても検討し「活力ある地域経
済づくり」につなげていきます。

実

施

工

程

備考

会議・打合せ

事業者の調査・周知

補助金交付

－21－
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　雇用情勢が非常に厳しい現在、市内に就職希望の新卒者・離職者に就職活動の機会を提供する
ことにより、市内労働者数の増加が見込まれます。
　また、笛吹市内で就職ガイダンスを実施することにより、市内企業の認知度の上昇を図ることもで
き、地域と企業が一体となり、「安定した就業環境づくり」が期待できます。

平成23年度の取り組み

手
段

　平成21年度から実施している「就職ガイダンス」も3年目を迎え、市内企業や就職希望者からも大
変好評を得ていることから、平成23年度も企業・就職希望者とも満足していただける就職ガイダンス
を開催します。
　開催にあたっては、昨年と今年の就職ガイダンスのアンケート結果の意見を取り入れ改善を行いま
す。

事
　
業
　
概
　
要

　平成21年度から雇用対策の一貫として、ハローワークと共催で笛吹市内の未就職者・就職希望者
を対象に「笛吹市就職ガイダンス」を実施しています。
　社員・職員を募集している市内の企業と就職希望者を就職ガイダンスという形式で引き合わせ、就
職活動・求人活動の一助とします。

平成23年度マニフェスト

部局名 産業観光部

NO．事業名 労働総務事務（就職ガイダンスの開催）

施策体系
まちづくりの方向 実り多い産業と、人々の集うまちづくり

施 策 安定した就業環境づくり

施
策
向
上

に
向
け
て

-22-

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月11月12月 1月 2月 3月

● ● ● ●

●

千円

一 般 716

ス
ケ
ジ

ュ
―

ル

備考

会議・打合せ

広報・企業訪問

ガイダンス実施

アンケートの集計・検証

千円

参加企業 社 30
財

源

内

訳

国庫支出金 千円

参加者 人 200 県 支 出 金 千円

段
す。

数
値
目
標

項目 単位 数値目標 事業費

そ の 他

就職内定者 人 15

千円

716

地 方 債 千円

-22-



11

平 成 23 年 度 の 結 果及 び今 後の 方向

部局名 産業観光部

NO．事業名 労働総務事務（就職ガイダンスの開催）

千円

施策体系
まちづくりの方向 実り多い産業と、人々の集うまちづくり

施 策 安定した就業環境づくり

平 成 23 年 度 の 取 り 組 み 結 果

検

証

　平成23年11月15日に、スコレーセンターにおいて「笛吹市就職ガイダンス」を開催しました。
　広報紙やホームページ、新聞折込チラシの他、事業所訪問や学校訪問によりＰＲを行い、求人企
業の事前募集と、求職者の来場を呼びかけました。
　その結果、面接ブースに求職企業25社、相談コーナーに4団体の参加をいただきました。
　一方、求職者については、一般37名、新卒者56名の合わせて93名の参加をいただきました。
　求職企業、求職者ともに、平成21年度の開催以来、 も少ない参加数でしたが、ご来場いただい
た求職者の内8名の就職が内定し、内定率は8.6％と も高い結果となりました。
　また、開催にあたっては、前年度のアンケート結果や反省事項等を参考にし、面接の順番を待つ
求職者の待機方法を変更したことにより、各企業ブースにおける求職者の待機状況が明確になると
ともに、当日の係員の人数を削減することができました。

数

値

結

項 目 単位 数値結果 事業費（決算） 599

千円

参加者 人 93 県 支 出 金 千円

参加企業 社 25
財

源

内

国庫支出金

就職内定者 人 8 千円地 方 債

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月11月12月 1月 2月 3月

● ● ●

●

果
内

訳
そ の 他 千円

一 般 599 千円

今

後

の

方

向

　就職ガイダンスに参加いただいた企業や求職者からのアンケート結果では、多くの求職者、求人
企業から、継続した開催を望む意見、要望が寄せられています。
　今後も、関係機関の協力をいただくなかで、これまでのアンケート結果等も取り入れることで、多く
の企業や求職者に参加していただける就職ガイダンスとなるよう取り組みます。
　雇用情勢が非常に厳しい昨今、この就職ガイダンスが市内に就職希望の新卒者及び離職者に就
職活動の機会を提供するとともに、市内企業の認知度の上昇を図りながら、地域と企業が一体と
なった「安定した就業環境づくり」となるよう努めていきます。

実

施

工

程

備考

会議・打合せ

広報・企業訪問

ガイダンス実施

アンケートの集計・検証

－23－



白紙

-24-



安全・安心のための備えづくり

12． 交通安全対策事業（高齢者や幼児等の交通事故防止の徹底） 市民環境部

13． 救急通信事業（応急手当の普及啓発） 消防本部

14． 火災予防啓発事務（火災の予防と被害の軽減） 消防本部

15． 防災行政無線整備事業（防災無線のデジタル化統合） 総務部

便利で暮らしやすい生活環境づくり

16． 上水道事業（より安定した水道水の供給） 公営企業部

快適で美しい都市づくり

17． 公共下水道加入促進事業 公営企業部

限りある資源を大切にする循環型社会づくり

18． バイオマスセンター建設事業 産業観光部

19． ごみ減量化推進事業（可燃ごみ53％減量を目指し） 市民環境部

憩いと癒しの空間づくり

環境にやさしく、安心して健やかに暮らせるまちづくり

-25-

憩いと癒しの空間づくり

20． 八代ふるさと公園拡張整備事業 建設部

健やかで生きいきと暮らせる環境づくり

21． 特定健診・特定保健指導事業（生活習慣病の減少と医療費の適正化） 市民環境部

22． 子どもの予防接種事業 保健福祉部

安心して生み育てられる環境づくり

23． 子どもすこやか医療費助成事業（子ども医療費無料化の年齢拡大） 保健福祉部

24． 保育所運営事業（安全で安心できる保育環境の実現） 保健福祉部

高齢者がいつまでも元気で暮らせる環境づくり

25． 二次予防事業対象者把握事業（介護予防が必要な高齢者の把握） 保健福祉部

26． 第５期介護保険事業計画策定事業 保健福祉部

障害者の自立を支援する環境づくり

27． 障害者地域生活支援事業（障がい者と共に生きる地域を目指し） 保健福祉部

暮らしの基礎を支える安心なしくみづくり

28． 生活保護受給者等就労促進事業 保健福祉部

29． 国民健康保険適正運営（健全化）事業（収納率向上と医療費の適正化） 市民環境部

-25-
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事
　
業
　
概
　
要

　近年の高齢化社会の進行に伴い、65歳以上の高齢者が関わる交通事故の割合は、年々増加傾
向にあります。
　今年度県内においても、交通事故による死亡者49名のうち、65歳以上の高齢者が関与した交通
事後は22名と も多く、全体の44.9％を占めている状況です。
　高齢者の交通事故防止の取り組みとして、交通安全意識の高揚と高齢者が安全かつ安心して外
出できることを目的に、公民館等における高齢者交通安全教室等を開催します。
　また、交通安全の啓発を目的に、保育園や学校において幼児や児童を対象とした交通安全教室
も開催します。

平成23年度マニフェスト

部局名 市民環境部

NO．事業名 交通安全対策事業（高齢者や幼児等の交通事故防止の徹底）

施策体系
まちづくりの方向 環境にやさしく、安心して健やかに暮らせるまちづくり

施 策 安全・安心のための備えづくり

施
策
向
上

に
向
け
て

　交通安全教室への参加を通じ、交通弱者と言われる幼児や高齢者の方々に、しっかり交通安全
意識を身に付けていただき、安全・安心に生活できるような取り組みを進めます。

平成23年度の取り組み

手
段

○各種交通安全教室の開催及び交通安全啓発活動
○公民館等における高齢者交通安全教室
○参加実践型高齢者交通安全教室

-26-

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月11月12月 1月 2月 3月

地 方 債 千円

段

数
値
目
標

項目 単位 数値目標 事業費

そ の 他

参加実践型高齢者交通安全教
室

回/人 3/100

千円

992 千円

幼児･児童交通安全教室 回/人 230/2,000
財

源

内

訳

国庫支出金 千円

公民館等における高齢者交通
安全教室

回/人 48/500 県 支 出 金 千円

千円

一 般 992

ス
ケ
ジ

ュ
―

ル

備考

幼児･児童交通安全教室

公民館等における高齢者交
通安全教室
参加実践型高齢者交通安全
教室

-26-



12

平 成 23 年 度 の 結 果及 び今 後の 方向

部局名 市民環境部

NO．事業名 交通安全対策事業（高齢者や幼児等の交通事故防止の徹底）

千円

施策体系
まちづくりの方向 環境にやさしく、安心して健やかに暮らせるまちづくり

施 策 安全・安心のための備えづくり

平 成 23 年 度 の 取 り 組 み 結 果

検

証

　平成23年一年間の全国における交通事故発生件数及び死亡者数は、いずれも対前年比マイナ
ス約5％と大幅に減少しており、交通安全に対する意識の向上を示しています。
　しかし、山梨県内の交通事故による死亡者39名のうち24名が65歳以上の高齢者であり、高齢者の
交通事故防止は重点的に取り組まなければならない課題となっています。
　高齢者向けの交通安全教室は、社会福祉協議会が各地域の公民館で行う「ふれあいサロン」と連
携し、当初の計画を上回り、71回開催することができました。
　また、高齢者に身体機能を認識してもらい、安全行動を実践する参加実践型高齢者交通安全教
室も石和地区で2回、御坂・境川地区で各1回と合計4回開催し、教室参加者の交通安全に対する
意識向上が図られました。

数

値

結

項 目 単位 数値結果 事業費（決算） 884

千円

公民館等における高齢者交通
安全教室

回・人 71回・700人 県 支 出 金 千円

幼児･児童交通安全教室 回・人 259回・2,000人

財

源

内

国庫支出金

参加実践型高齢者交通安全教
室

回・人 4回・150人 千円地 方 債

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月11月12月 1月 2月 3月

果
内

訳

室

そ の 他 千円

一 般 884 千円

今

後

の

方

向

・平成23年の山梨県内における高齢者の交通事故死亡数が増加しているので、引き続き高齢者の
交通安全教室については重点的な課題として取り組みます。
・近年、環境に優しい交通手段として自転車の利用が増えており、自転車の安全利用についても社
会的な関心が高まってきています。自転車利用者の交通安全意識を高揚させ、交通ルールの遵守
と交通マナーの向上を図ります。

実

施

工

程

備考

幼児･児童交通安全教室

公民館等における高齢者交
通安全教室

参加実践型高齢者交通安全
教室

－27－



13

事
　
業
　
概
　
要

　傷病者の大切な命を救うためには、一般市民から救急隊、医師へつながる「救命の連鎖」、すなわ
ち素早い通報、応急処置、救急処置、救命医療の連携プレーが重要です。
　救急車が連絡を受けてから現場へ到着するまでの平均所要時間は7分前後と言われ、現場到着
までの「空白の7分間」に現場に居合わせた市民による応急手当が適切に行われれば、「救命率」が
大きく向上します。
　救急現場に居合わせた市民の一人ひとりが適切な「応急処置」ができるよう、講習会や広報活動
などを通じて普及啓発を進め、あわせてAED（自動体外式除細動器）の普及と救急医療そのものの
高度化も踏まえ、講習・指導に当たる職員の知識及び技能の向上に努めます。
　また、救急出動が増加傾向にあるなか、搬送患者の多くが軽症であることから救急車の適正利用
の普及啓発にも取り組みます。

平成23年度マニフェスト

部局名 消防本部

NO．事業名 救急通信事業（応急手当の普及啓発）

施策体系
まちづくりの方向 環境にやさしく、安心して健やかに暮らせるまちづくり

施 策 安全・安心のための備えづくり

施
策
向
上

に
向
け
て

　一人でも多くの市民が応急手当を行えるようになり、より多くの命を救うことができるよう、積極的に
講習会や広報活動などの事業を展開することで、総合計画の施策であります「安全・安心のための
備えづくり」の実現に結びつきます。

平成23年度の取り組み

　年間を通して、計画的に応急手当講習会が開催できるよう管内各事業所、自主防災組織等の各
種団体を中心に講習会開催の働きかけや広報活動を積極的に展開します。

また、昨年度より継続して市関係部局と連携を密にし、各種イベントの中に「応急手当講習会」を

-28-

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月11月12月 1月 2月 3月

地 方 債 千円

手
段

　また、昨年度より継続して市関係部局と連携を密にし、各種イベントの中に「応急手当講習会」を
取り入れ事業効率を高めていきます。
　さらに、市民を対象とした3時間の普通救命講習会と一般的な応急手当講習会を定期的に実施す
るほか、各種団体の要望に応じ、随時講習会を開催します。

数
値
目
標

項目 単位 数値目標 事業費

そ の 他

千円

6,342 千円

応急手当講習会　受講者 人 2,700
財

源

内

訳

国庫支出金 千円

普通救命講習　修了者 人 600 県 支 出 金 千円

4,309 千円

一 般 2,033

ス
ケ
ジ

ュ
―

ル

備考

講習会開催計画

関係機関等との協議

事業実施

-28-



13

平 成 23 年 度 の 結 果及 び今 後の 方向

部局名 消防本部

NO．事業名 救急通信事業（応急手当の普及啓発）

千円

施策体系
まちづくりの方向 環境にやさしく、安心して健やかに暮らせるまちづくり

施 策 安全・安心のための備えづくり

平 成 23 年 度 の 取 り 組 み 結 果

検

証

　消防本部では年間を通じて市民に対する応急手当講習会を開催してきました。平成23年度の受
講者の目標人数2,700人に対し、受講者数は2,279人であり達成率は84.4％でした。
　また、普通救命講習（3時間の資格取得講習）においては修了者の目標人数600人に対し、修了
者人数273人、達成率45.5％と、数値目標には達することができませんでしたが、平成24年度から
は、心肺蘇生法のガイドラインが変更になり救命処置の内容が変更されますので、講習方法、講習
時間の短縮等を検討し、より多くの市民が講習会に参加できるよう取り組みます。

数

値

結

項 目 単位 数値結果 事業費（決算） 6,195

千円

普通救命講習　修了者 人 273 県 支 出 金 千円

応急手当講習会　受講者 人 2,279
財

源

内

国庫支出金

千円地 方 債

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月11月12月 1月 2月 3月

果
内

訳
そ の 他 4,309 千円

一 般 1,886 千円

今

後

の

方

向

　平成24年度より一般市民に対する心肺蘇生法が、ガイドライン2010に変更になります。
　このガイドラインを踏まえ、講習方法にｅ－ラーニング（インターネットを使用）を活用することで講習
時間の短縮を図った普通救命講習や小児・乳児・新生児の応急手当を中心とした普通救命講習Ⅲ
が追加され、対象年齢が主に10歳以上の救命入門コースも新たに加わります。
　このように、小・中学生への救急法の普及やｅ－ランニングを活用した2時間の普通救命講習会の
実施、さらには、小児・乳児・新生児の応急手当に興味がある人に対する普通救命講習Ⅲを開催す
ることにより、応急手当普及啓発活動を推進していきます。

実

施

工

程

備考

講習会開催計画

関係機関等との協議

事業実施

－29－
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事
　
業
　
概
　
要

　火災予防運動等、あらゆる機会を捉えて防火対策の重要性を市民に認識していただき、火災予
防の徹底を図ります。
　また、住宅防火に有効とされる住宅用火災警報器の普及啓発を重点目標として事業を推進し、住
宅火災による被害の軽減を図り、市民の生命、財産を守ります。

平成23年度マニフェスト

部局名 消防本部

NO．事業名 火災予防啓発事務（火災の予防と被害の軽減）

施策体系
まちづくりの方向 環境にやさしく、安心して健やかに暮らせるまちづくり

施 策 安全・安心のための備えづくり

施
策
向
上

に
向
け
て

　住宅用火災警報器は設置することで、火災の早期発見、早期避難、ならびに初期消火対応が可
能となります。
　広報活動や普及啓発活動など、火災予防のための取り組みを行うことで、総合計画の施策であり
ます「安全・安心のための備えづくり」の実現に結びつきます。

平成23年度の取り組み

手
段

　従前から取り組んでいます火災予防運動に加え、住宅用火災警報器普及については、市広報
紙、ホームページ、各種行事などによる広報活動や、行政区・関係団体で平成22年度に住宅用火
災警報器普及について取り組む地域推進組織として設立された「笛吹市住宅用火災警報器設置推
進連絡会」などとさらに連携を強化し、地域に密着したきめ細かな普及啓発活動を展開します。
　具体的には、市内各所への普及啓発用のぼり旗の掲示や住警器普及啓発を主とした各種イベン

-30-

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月11月12月 1月 2月 3月

● ● ●

● ● ●

事業費

一 般

段
具体的には、市内各所 普及啓発用 ぼり旗 掲示や住警器普及啓発を主と た各種イ

ト、町内会役員や消防団員等の協力による市民に対する説明会、災害弱者である高齢者世帯を対
象とした訪問調査、普及啓発を兼ねたアンケート調査などを実施して目標である火災警報器の設置
率100％を目指します。

965 千円

広報活動 回 10
財

源

内

訳

国庫支出金 千円

普及啓発イベント等 回 3 県 支 出 金 千円

千円

千円

市民説明会等 回 3 そ の 他 千円

普及率調査（普及啓発兼ねる） 世帯 2,600 地 方 債

965

ス
ケ
ジ

ュ
―

ル

備考

広報活動

普及啓発イベント等

普及率調査（普及啓発兼ねる）

市民説明会等

数
値
目
標

項目 単位 数値目標

-30-
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平 成 23 年 度 の 結 果及 び今 後の 方向

部局名 消防本部

NO．事業名 火災予防啓発事務（火災の予防と被害の軽減）

千円

施策体系
まちづくりの方向 環境にやさしく、安心して健やかに暮らせるまちづくり

施 策 安全・安心のための備えづくり

平 成 23 年 度 の 取 り 組 み 結 果

検

証

　火災の予防と被害の軽減という大きなテーマを前提として住宅用火災警報器の普及啓発に重点
を置いた主な広報活動として、のぼり旗300本を設置し、昨年12月からは住警器普及啓発用の行政
情報動画を市ホームページで公開しています。又、消防団員が各戸を訪問し、直接的に市民に設
置指導をしながら、アンケートを行なうという普及率調査を市内1,668世帯に対して試みました。その
他、従前からの継続した取り組みとして、広報紙や防災イベント、各種の地域行事などを通しての普
及啓発活動を行い、設置普及率の向上を図りました。その結果、広報活動については、市広報紙
への掲載、火災予防運動に併せて実施したもの等を含めて計15回、イベント等は救急の日イベント
とタイアップした石和温泉駅前での街頭キャンペーンを実施しました。さらに市民講座、防災の日訓
練、公民館祭りなどにおいて、市民説明会等を計3回行いました。
　普及率は、平成23年度半ばに行なった消防団員の各戸へ訪問調査の結果が47.4％、また、平成
24年2月に実施された「まちづくり基礎調査」においては、56.1％という結果を得ました。調査世帯
は、延べ3,100世帯となっています。昨年度同時期の普及率は、40.0％であったので、1年間で着実
に上昇していることが認められますが、全国平均（71.1％）と比較すると依然として低調な状況です。

数

項 目 単位 数値結果 事業費（決算） 838

千円広報活動 回 15
財

国庫支出金

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月11月12月 1月 2月 3月

●

●

● ● ●

数

値

結

果

普及啓発イベント等 回 1 県 支 出 金 千円
財

源

内

訳

普及率調査（普及啓発兼ねる） 世帯 3,100

千円

千円

市民説明会等 回 3 そ の 他 千円

地 方 債

一 般 838

今

後

の

方

向

　今後は、未設置世帯である約4割の世帯への設置対策に重点を置き、消防団や区長会との連携
を図りながら、設置普及率の向上に結び付く方策を見出して取り組みます。
　又、既に設置済みの世帯に対して住宅用火災警報器の適正な維持管理について、継続的に呼
びかけます。

実

施

工

程

備考

広報活動

普及啓発イベント等

普及率調査（普及啓発兼ねる）

市民説明会等

－31－
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　防災行政無線が市内全域にデジタル化統合整備されることにより、平常時の行政情報はもとより、
市民への緊急情報の伝達手段として活用することにより、市民の安全・安心のための情報源となりま
す。

平成23年度の取り組み

手
段

○同報系の子局整備
・市内全地区への屋外子局の整備
・区長会等における屋外子局整備のための地区説明会開催
○防災行政無線としての管理運用方法の検討
・具体的な放送内容基準、放送時間、保守管理等を協議するための運用検討会の開催

事
　
業
　
概
　
要

　防災行政無線は、地震・火災・水害等の災害時、行方不明者の捜索、気象通報など、市民の生
命・財産を守るための緊急情報の伝達や平常時の行政情報の伝達手段として活用されています。
　現在使用のアナログ防災行政無線を、平成21年度から23年度までの3年間の継続事業により市内
全域のデジタル化統合整備を進め、平成23年度からの運用開始を予定しています。

平成23年度マニフェスト

部局名 総務部

NO．事業名 防災行政無線整備事業（防災無線のデジタル化統合）

施策体系
まちづくりの方向 環境にやさしく、安心して健やかに暮らせるまちづくり

施 策 安全・安心のための備えづくり

施
策
向
上

に
向
け
て

-32-

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月11月12月 1月 2月 3月

千円

一 般 9,891

ス
ケ
ジ

ュ
―

ル

備考

地区説明会

運用検討会

子局整備工事

千円

地区説明会 回 7
財

源

内

訳

国庫支出金 千円

運用検討会 回 4 県 支 出 金 千円

186,500

段
具体的な放送内容基準、放送時間、保守管理等を協議するため 運用検討会 開催

数
値
目
標

項目 単位 数値目標 事業費

そ の 他

千円

196,391

地 方 債 千円

-32-
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平 成 23 年 度 の 結 果及 び今 後の 方向

部局名 総務部

NO．事業名 防災行政無線整備事業（防災無線のデジタル化統合）

千円

施策体系
まちづくりの方向 環境にやさしく、安心して健やかに暮らせるまちづくり

施 策 安全・安心のための備えづくり

平 成 23 年 度 の 取 り 組 み 結 果

検

証

　防災行政無線デジタル化統合事業は平成21度から平成23年度までの継続事業として整備を実施
しました。
　統制局を市役所南館に整備、春日山山頂への中継局建設により、市内全域の統合が可能となり、
難聴地区解消のための屋外拡声子局設備は、当該地域の住民への説明を行い、ご協力をいただく
ことで、これまでの240か所から268か所に増設しました。
　また、大地震などの緊急時において自動的に緊急地震速報などが発信される全国瞬時警戒シス
テムも整備するとともに移動系無線システムの整備も行い、車載型無線機35機、携帯型無線機53機
を配備しました。
　屋外拡声子局の整備において地区住民との現地協議などに時間を多く費やしたため工期末まで
整備がかかりましたが、平成24年4月から運用を開始し、市民の生命と財産を守るための情報伝達
に活用されます。

数

値

結

項 目 単位 数値結果 事業費（決算） 186,306

千円

運用検討会 回 7 県 支 出 金 千円

地区説明会 回 4
財

源

内

国庫支出金

167,400 千円地 方 債

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月11月12月 1月 2月 3月

果
内

訳
そ の 他 千円

一 般 18,906 千円

今

後

の

方

向

　市民の安全・安心のため、防災行政無線の設備を活用し、災害発生時等には迅速かつ確実に情
報伝達ができるよう、設備や機器の保守管理を着実に実施します。

実

施

工

程

備考

地区説明会

運用検討会

子局整備工事

－33－
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手

　平成23年2月に供用開始する境川浄水場からの水道水を、有効的に活用するため送水管を整備
します。
　また、平成25年度に完成予定の御坂浄配水場の建設に向けて、平成23年度は実施設計を行な
います

施 策 便利で暮らしやすい生活環境づくり

　平成20年3月に厚生労働大臣の認可を取得した笛吹市水道事業基本計画に基づき、新たに確保
した広瀬ダム用水を水源とする浄水場を建設し、併せて送水管を布設して、安全で安心な水道水
の供給を目指します。
水需給計画（目標年度：平成33年度）
　　　　　　　計画給水人口　：　71,300人　　　計画一日 大給水量　：　36,800ｔ/日
第一次拡張事業
　第1期　　境川浄配水場建設事業　　　平成20年度～平成22年度
　　　　　　　　境川町小黒坂地内に3,060tの水を処理する浄水場を建設
　第2期　　御坂浄配水場建設事業　　　平成22年度～平成25年度
　　　　　　　　御坂町下黒駒地内に8,090tの水を処理する浄水場を建設

平成23年度の取り組み

施
策
向
上

に
向
け
て

　効率的な施設整備と併せ水道使用料の収納率向上に向けた徴収体制の強化に努めるとともに、
安定した水道水の供給による、便利で暮らしやすい生活環境の実現を目指します。

事
　
業
　
概
　
要

施策体系
まちづくりの方向 環境にやさしく、安心して健やかに暮らせるまちづくり

平成23年度マニフェスト

部局名 公営企業部

NO．事業名 上水道事業（より安定した水道水の供給）

-34-

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月11月12月 1月 2月 3月

ス
ケ
ジ

ュ
―

ル

備考

境川送配水管布設実施設計

境川送配水管布設工事

御坂浄配水場建設実施設計

料金未納者への給水停止

2,770,117

千円

県 支 出 金 千円

事業費

国庫支出金

千円

そ の 他 556,458 千円

一 般 2,018,259

％

―

97.5

地 方 債 167,400

※施設整備
（境川送配水管布設工事・御坂浄配水場実施設計）

手
段

います。
　水道使用料については、現年度滞納を過年度滞納に持ち越さない様に臨戸訪問など、徴収体制
を強化して収納率向上を図るとともに、給水停止を執行することにより、公共サービスの対価に対す
る負担の公平性と自主財源の確保に取り組みます。

28,000 千円H24.3
財

源

内

訳

千円

水道使用料現年度分収納率
数
値
目
標

項目 単位 数値目標

水道使用料過年度分収納率 ％ 20.0

施設整備※

-34-
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平 成 23 年 度 の 結 果及 び今 後の 方向

部局名 公営企業部

NO．事業名 上水道事業（より安定した水道水の供給）

千円

施策体系
まちづくりの方向 環境にやさしく、安心して健やかに暮らせるまちづくり

施 策 便利で暮らしやすい生活環境づくり

平 成 23 年 度 の 取 り 組 み 結 果

検

証

・境川浄水場からの水道水を、有効的に活用するため境川町地内において延長1,717ｍの送水管
を整備しました。
・平成25年度完成予定の御坂浄配水場の建設に向け実施設計の業務委託を行いました。
　当初は平成23年度中に実施設計を完了する予定でしたが、浄水場・配水場・送水管一括実施設
計業務としたことで予想以上に準備期間を要したため、発注が遅れ平成24年10月までの繰越事業
となりました。
・水道使用料については、収納率の向上を図るため、現年3期以上の滞納者や大口滞納者に対し、
年3回以上の臨戸訪問を行い納付を促すとともに徴収を行いましたが、再三促しても納付しない滞
納者に対しては給水停止を行いました。
　平成23年度も前年と同様に毎週火曜日を給水停止日として、449件、5,356万円の給水停止執行
通知書を発送し、完納件数128件、職権閉栓24件、1,110万円を徴収しました。
　現年度分の収納率は長引く景気の低迷等により目標数値を達成することはできませんでしたが、
過年度分については臨時徴収員の臨戸訪問及び給水停止処分の執行により目標を達成しました。

数

値

項 目 単位 数値結果 事業費（決算） 2,726,777

千円

水道使用料現年度分収納率
（ ）

％ 94 5 県 支 出 金 千円

施設整備※ ― H24.10
財

国庫支出金 18,805

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月11月12月 1月 2月 3月

値

結

果

（見込み）
％ 94.5 県 支 出 金 千円

源

内

訳

水道使用料過年度分収納率
（見込み）

％ 22.6 167,400 千円

※施設整備
（境川送配水管布設工事・御坂浄配水場実施設計）

そ の 他 560,358 千円

一 般 1,980,214 千円

地 方 債

今

後

の

方

向

　境川浄水場からの水道水を有効的に活用するため送水管の整備を継続して進めます。
　また、御坂浄配水場については、平成25年度完成を目指して事業を進めていきます。
　今後も効率的な施設整備と併せ水道使用料の収納率向上に向けた徴収体制の強化に努めるとと
もに、安定した水道水の供給による、便利で暮らしやすい生活環境の実現を目指します。

実

施

工

程

備考

境川送配水管布設実施設計

境川送配水管布設工事

御坂浄配水場建設実施設計 繰越

料金未納者への給水停止

－35－
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事
　
業
　
概
　
要

　昭和54年度から山梨県流域別下水道整備計画事業に基づき、流域下水道関連公共下水道とし
て整備を進めており、平成元年から一部供用開始となっています。平成22年度末においては、整備
済面積が約1,935haとなり、全体事業面積のおおよそ58.7％が整備済みとなります。
　その結果、普及率は58.9％、水洗化率は80.2％となり下水道利用者数は33,200人近くになると見
込まれます。
　笛吹市の21年度末の普及率は58.2％、水洗化率は76.8％であり、山梨県全体の平成21年度末の
普及率60.1％、水洗化率85.4％にはそれぞれ普及率で1.9%、水洗化率で8.6%下回るものとなって
います。
　平成22年度見込においても普及率では及ばないものの、水洗化率は大きく伸びています。

平成23年度マニフェスト

部局名 公営企業部

NO．事業名 公共下水道加入促進事業

施策体系
まちづくりの方向 環境にやさしく、安心して健やかに暮らせるまちづくり

施 策 快適で美しい都市づくり

施
策
向
上

に
向
け
て

　公共下水道の整備を進め下水道加入を促進することにより、生活環境の改善をはかり快適な暮ら
しを実現するとともに、公共用水域の水質を保全し清らかな水環境を形成し、快適で美しい都市づ
くりを進めます。

平成23年度の取り組み

手
段

　平成22年度の加入促進として、次の取り組みを行った結果、効果が表れています。
○未接続世帯を訪問し、接続依頼を行う。また、未接続の汚水ますの点検も併せて行う。
○下水道事業の必要性・有益性の周知を図る。
○地域の水環境保全のため、環境改善効果のPRを図る。
○浄化槽と比較した場合の維持管理及び管理費用の優位性をPRする。

-36-

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月11月12月 1月 2月 3月

地 方 債 千円

段
○浄化槽と比較 た場合 維持管理及び管理費用 優位性を する。

　平成23年度はこれらに加え使用料減免措置により加入促進を図ります。
　これは、60歳以上の高齢者が同居する世帯で、新築を除く専用住宅、店舗併用住宅または事務
所併用住宅を下水道に切り換える者は、1年間料金を減免とするものです。

数
値
目
標

項目 単位 数値目標 事業費

そ の 他

千円

2,925 千円

水洗化率 ％ 83.0
財

源

内

訳

国庫支出金 千円

県 支 出 金 千円

2,925 千円

一 般

ス
ケ
ジ

ュ
―

ル

備考

市HP・広報・チラシでの啓発

宅内指定工事店に説明

-36-
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平 成 23 年 度 の 結 果及 び今 後の 方向

部局名 公営企業部

NO．事業名 公共下水道加入促進事業

千円

施策体系
まちづくりの方向 環境にやさしく、安心して健やかに暮らせるまちづくり

施 策 快適で美しい都市づくり

平 成 23 年 度 の 取 り 組 み 結 果

検

証

　平成23年度の加入促進として、次の取り組みを行いました。
○未接続世帯を訪問し、接続依頼を行い、併せて未接続の汚水ますの点検も実施。
○下水道事業の必要性・有益性の周知。
○地域の水環境保全のための、環境改善効果をPR。
○浄化槽と比較した場合の維持管理及び管理費用の優位性のPR。
　今年度はこれらに加え、1年間に限るキャンペーンとして使用料減免措置を行いました。
　このキャンペーンは、60歳以上の高齢者が同居する世帯で、新築を除く専用住宅、店舗併用住宅
または事務所併用住宅を下水道に切り換える方について、1年間使用料金を減免するものです。

　これらの取り組みにより、水洗化率は目標としていた83.0％をほぼ達成する82.8％（年間上昇率：
2.6％）まで上昇しました。

数

値

結

項 目 単位 数値結果 事業費（決算） 2,279

千円

県 支 出 金 千円

水洗化率 ％ 82.8
財

源

内

国庫支出金

千円地 方 債

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月11月12月 1月 2月 3月

果
内

訳
そ の 他 2,279 千円

一 般 千円

今

後

の

方

向

　1年間に限るキャンペーンとして使用料減免措置を実施した結果を検証し、効果が”大きい”と認め
られた場合、継続することも検討します。
　さらに、先進都市において加入促進につながる制度で採用すべきものがあるか、調査・検討しま
す。

実

施

工

程

備考

市HP・広報・チラシでの啓発

宅内指定工事店に説明

－37－
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平成23年度マニフェスト

部局名 産業観光部

NO．事業名 バイオマスセンター建設事業

施 策 限りある資源を大切にする循環型社会づくり
施策体系

まちづくりの方向 環境にやさしく、安心して健やかに暮らせるまちづくり

　笛吹市バイオマスタウン構想（平成19年度策定）におけるバイオマスセンターについては、笛吹市
大型施設整備構想に位置づけられています。
　この事業は、市内より排出される生ごみ、せん定枝及び汚泥の堆肥・肥料化、チップ化等を行う施
設の設置、運営に取り組むものであり、平成27年度の供用開始を目標としています。

平成23年度の取り組み

施
策
向
上

に
向
け
て

　生ごみやせん定枝の有機質資源を堆肥化し土づくりに活用することにより、化学肥料の使用を抑
え、環境保全型農業の推進に努めます。
　また、有機質資源の利活用によるごみの減量化を促進し、環境への負荷を軽減するとともに、持
続可能な循環型社会の構築につなげます。

事
　
業
　
概
　
要

手
段

○生活環境影響調査の実施
○バイオマスセンター建設・運営主体の選定に係る実施方針、要求水準書等の策定
○施設建設用地の確保
○測量・地質調査等用地確保に必要な調査等の実施

-38-

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月11月12月 1月 2月 3月

段

千円H24.3
財

源

内

訳

千円

実施方針、要求水準等の作成
数
値
目
標

項目 単位 数値目標

施設建設用地の確保 ― H24.3

生活環境影響調査の実施

―

―

H24.3

269,405

千円

県 支 出 金 千円

事業費

国庫支出金

千円

そ の 他 千円

一 般 58,905

地 方 債 210,500

ス
ケ
ジ

ュ
―

ル

備考

生活環境影響調査の実施

実施方針、要求水準等の作成

施設建設用地の確保

測量・地質調査等の実施

-38-
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平 成 23 年 度 の 結 果及 び今 後の 方向

部局名 産業観光部

NO．事業名 バイオマスセンター建設事業

千円

施策体系
まちづくりの方向 環境にやさしく、安心して健やかに暮らせるまちづくり

施 策 限りある資源を大切にする循環型社会づくり

平 成 23 年 度 の 取 り 組 み 結 果

検

証

○バイオマスセンター建設用地の取得に向けて、関係地区における説明会、類似施設の視察を実
施しましたが、地域の合意形成に時間を要しているため、用地取得費については平成24年度に繰
越しました。
○対象物である生ごみ・せん定枝・汚泥の性状分析と堆肥化・肥料化実証試験を行い、必要なデー
タを取得しました。
○バイオマスセンター建設候補地周辺における生活環境影響調査、測量等に取り組み、平成24年
度も継続して実施します。
○事業の実施方針及び事業者の募集・選定に向けた要求水準書、審査基準等の作成に関して
は、新たに設置した『バイオマスセンター建設事業審査委員会』を2回開催するなかで、予定どおり
作業を進めています。

数

値

結

項 目 単位 数値結果 事業費（決算） 258,570

千円

実施方針、要求水準等の作成 ― H24.3 県 支 出 金 千円

生活環境影響調査の実施 ― 実施中
財

源

内

国庫支出金

施設建設用地の確保 ― 実施中 210,500 千円地 方 債

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月11月12月 1月 2月 3月

果
内

訳
そ の 他 千円

一 般 48,070 千円

繰越

今

後

の

方

向

平成24年度は、次のことに取り組みます。
○施設建設用地の取得
○バイオマスセンター建設・運営事業者の選定に係る実施方針、要求水準書等の公表
○バイオマスセンター建設・運営事業者の選定

実

施

工

程

備考

生活環境影響調査の実施 繰越

実施方針、要求水準等の作成

施設建設用地の確保 繰越

測量・調査等の実施

－39－
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事
　
業
　
概
　
要

　平成18年度から平成22年度の5年間、生活系可燃ごみ53％減量を目標として取り組みを行いまし
たが、計画目標に対する減量率は29％の実績となりました。今後、更なる減量を推進するため、新
たに策定されたごみ減量協働プラン(アクションプラン)に基づき、市民・事業者・行政のパートナー
シップにより資源物やミックスペーパー、その他プラスチックの分別回収を推進し、可燃ごみへの混
入を抑えるとともに可燃ごみの組成割合の高い生ごみの堆肥化を促進するなど減量化を推進しま
す。また、バイオマスタウン事業の早期実現により、生ごみ堆肥化の広域化を踏まえながら、可燃ご
み53％減量達成を目指します。
　さらに、循環型社会を構築するため、分別・収集体制の整備や、市民・小中学生に対する啓発事
業・環境教育を実施し推進します。

平成23年度マニフェスト

部局名 市民環境部

NO．事業名 ごみ減量化推進事業（可燃ごみ53％減量を目指し）

施策体系
まちづくりの方向 環境にやさしく、安心して健やかに暮らせるまちづくり

施 策 限りある資源を大切にする循環型社会づくり

施
策
向
上

に
向
け
て

　笛吹市ごみ減量協働プラン(アクションプラン)に基づき、市民･事業者・行政のパートナーシップを
構築し、それぞれが責任を果たし、協働して日々の活動の中で5Ｒ（リデュース・リフューズ・リユース・
リペアー・リサイクル）を推進します。また、引き続き排出量の削減を目標として、分別の徹底やごみ
の発生と排出抑制を促進し、循環型社会のシステムづくりを目指します。

平成23年度の取り組み

手

○ミックスペーパー・その他プラの分別調査
○バイオマスタウン構想関連機関との協議・連携
○家庭用生ごみ処理機の購入助成事業推進
○地域住民やアパート、マンションの住民、及び事業経営者を対象に分別説明会の開催とチラシ等
による啓発を行いごみ減量化を推進する。

-40-

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月11月12月 1月 2月 3月

地 方 債 千円

手
段

による啓発を行いごみ減量化を推進する。
○市内スーパーでの分別キャンペーン実施
○事業系ごみの排出実態調査とごみ減量化の啓発
○生ごみのダンボール堆肥づくり事業の推進強化
○小中学生への環境教育の実施
○市内スーパーへの資源物回収コンテナ増設の促進

数
値
目
標

項目 単位 数値目標 事業費

そ の 他

分別推進キャンペーン 回 10

千円

587,114 千円

ごみ減量目標（対前年比） ％ ２％減量
財

源

内

訳

国庫支出金 千円

分別説明会 回 60 県 支 出 金 千円

36,468 千円

一 般 550,646

ス
ケ
ジ

ュ
―

ル
ダンボール堆肥づくり推進

資源物回収コンテナ増設

備考

分別説明会

分別推進キャンペーン

-40-
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平成23年度の結果及び今後の方向

部局名 市民環境部

NO．事業名 ごみ減量化推進事業（可燃ごみ53％減量を目指し）

千円

施策体系
まちづくりの方向 環境にやさしく、安心して健やかに暮らせるまちづくり

施 策 限りある資源を大切にする循環型社会づくり

平 成 23 年 度 の 取 り 組 み 結 果

検

証

　第1次ごみ減量推進計画での減量率29％の結果を受け、更なる減量を推進するため「ごみ減量協
働プラン（アクションプラン）」により、生活系可燃ごみ53％減量を数値目標として取組んできました
が、本年度は、基準年対比で約28％減、対前年比では、1.7％の増量という結果となり、年度目標の
2％減には至りませんでした。
　平成23年度は、ごみの発生抑制とごみの分別排出、資源化を課題として、5Ｒ（リフューズ：いらな
いものを断ろう、リデュース：ごみを減らそう、リユース：繰り返して使おう、リペアー：修理して使おう、
リサイクル：資源として再利用しよう）の推進に努めてきました。
　特に、分別説明会の開催等により資源物の分別収集を促進し、ミックスペーパー・その他プラス
チック類の収集では対前年比で3％増となり成果が見られました。
【平成23年度の主な取組み実績は次のとおりです。】
・ごみ分別説明会の開催：39回　・ごみの組成調査：2地区5回　・ごみの分別推進キャンペーン：7店
舗13回　・生ごみ処理機購入補助：95件　・ＥＭぼかし製造団体：67団体　・ダンボール箱堆肥づくり
実践者：171人　・資源物回収コンテナ設置箇所数：2箇所

数

値

項 目 単位 数値結果 事業費（決算） 594,080

千円

分別説明会 回 39 県 支 出 金 千円

ごみ減量目標（対前年比） ％ １.７％増
財

源

国庫支出金

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月11月12月 1月 2月 3月

結

果

源

内

訳

分別推進キャンペーン 回 14 千円

【事業費内訳】
収集運搬費　　　 211,767千円
ごみ減量化推進費　3,442千円
ごみ処理費　　　  378,871千円

そ の 他 33,930 千円

一 般 560,150 千円

地 方 債

今
後
の
方
向

　ごみの発生抑制と分別排出、資源化の推進を図るためには、市民や事業者に対して分別説明会
や分別推進キャンペーンを粘り強く継続する必要があります。
　ごみの分別を徹底するためには、家庭の主婦や地域の女性団体の果たす役割が大きいことから
協力を要請し、5Ｒを推進します。
　また、ミックスペーパー・その他プラスチック類の回収量増による再資源化を促進します。
　さらに、ごみの組成割合の高い、生ごみの堆肥化を促進し、ＥＭぼかしやダンボール箱による堆肥
づくりを促進しながらバイオマスセンターでの堆肥化事業の導入に結びつけ生活系可燃ごみ53％
減量を目指します。

実

施

工

程

備考

分別説明会

分別推進キャンペーン

ダンボール堆肥づくり推進

資源物回収コンテナ設置

－41－41
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　この公園拡張整備は、近隣地である八代四ツ沢川砂防公園内のホタルの里とも連携し、新たな観
光拠点として、また、多くの市民の憩いの場としての整備を行うものです。

平成23年度の取り組み

手
段

○税務署との事前協議
○用地買収（地権者との交渉、協議、契約）

事
　
業
　
概
　
要

　平成22年度から『八代ふるさと公園拡張整備事業』を進めております。
　この事業は、みやさか道(第2農免道路）の全面開通に併せ、隣接する公園を整備するもので、具
体的には、駐車場やトイレ、遊具の増設と併せ、拡張する公園内の遊歩道も整備する計画です。
　総事業費は5億円で、事業期間は、平成22年度から平成25年度までを予定し、平成23年度にお
いては用地買収等に入る予定です。

平成23年度マニフェスト

部局名 建設部

NO．事業名 八代ふるさと公園拡張整備事業

施策体系
まちづくりの方向 環境にやさしく、安心して健やかに暮らせるまちづくり

施 策 憩いと癒しの空間づくり

施
策
向
上

に
向
け
て

-42-

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月11月12月 1月 2月 3月

●

千円

一 般 2,780

ス
ケ
ジ

ュ
―

ル

備考

税務署との事前協議

地権者への説明会

用地交渉

千円

税務署協議 回 2
財

源

内

訳

国庫支出金 59,950 千円

用地交渉 回 30 県 支 出 金 千円

46,500

段

数
値
目
標

項目 単位 数値目標 事業費

そ の 他

地権者への説明会 回 1

千円

109,230

地 方 債 千円

-42-
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平 成 23 年 度 の 結 果及 び今 後の 方向

部局名 建設部

NO．事業名 八代ふるさと公園拡張整備事業

千円

施策体系
まちづくりの方向 環境にやさしく、安心して健やかに暮らせるまちづくり

施 策 憩いと癒しの空間づくり

平 成 23 年 度 の 取 り 組 み 結 果

検

証

　6月の事業説明会において権利者の十分な理解が得られなかったため、8月及び9月に再度の説
明会を開催し、その結果、大部分の権利者の理解を得ることができました。
　その後、税務署協議を経て、用地交渉を継続した結果、8割以上の用地を確保できました。
　残る用地につきましては、代替地や相続処理が関係していることから、継続して用地交渉に取り組
んでいます。

数

値

結

項 目 単位 数値結果 事業費（決算） 111,204

千円

用地交渉 回 40 県 支 出 金 千円

税務署協議 回 3
財

源

内

国庫支出金 60,500

地権者への説明会 回 3 47,000 千円地 方 債

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月11月12月 1月 2月 3月

● ● ●

果
内

訳
そ の 他 千円

一 般 3,704 千円

今

後

の

方

向

　今後は、残りの用地買収を進めるとともに、既に用地が取得できた範囲については、早期に造成
等の工事に着手し、平成25年度の事業完成を目指して取り組みます。

実

施

工

程

備考

税務署との事前協議

地権者への説明会

用地交渉

－43－



21 特定健診・特定保健指導事業（生活習慣病の減少と医療費の適正化）

手
段

　具体的な取り組みとして以下のことを予定しています。

○集団健診の実施（7地区　延52日間）
○個別健診の受診者増及び協力医療機関拡大
○国保人間ﾄﾞｯｸ対象年齢の引き上げ（40歳～74歳）

平成23年度マニフェスト

部局名 市民環境部

NO．事業名

施策体系
まちづくりの方向 環境にやさしく、安心して健やかに暮らせるまちづくり

施 策 健やかで生きいきと暮らせる環境づくり

事
　
業
　
概
　
要

　特定健診・特定保健指導は、平成20年4月に各医療保険者に実施が義務付けられました。
　メタボリックシンドローム（内臓脂肪症候群）に着目した健診を行うことにより、該当者・予備群を早
期に発見し、保健指導を行うことで高血圧や糖尿病など生活習慣病を減少させ医療費の適正化を
図ることを目的としています。
　対象は40歳～74歳の笛吹市国民健康保険加入者で、平成24年度には特定健診受診率65%、特
定保健指導実施率45%が、国や県が作成する医療費適正化計画において、住民の健康の保持の
推進に関する目標として定められています。

施
策
向
上

に
向
け
て

　市の「特定健康診査等実施計画」に基づき、予防に着目した効果的・効率的な特定健診・保健指
導の実施のために、健診未受診者の確実な把握、保健指導の徹底、医療費適正化効果までを含
めたﾃﾞｰﾀの蓄積と効果の評価を行い、健康で生きいきと暮らせる環境づくりの実現を目指し取り組
みを強化します。

平成23年度の取り組み

-44-

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月11月12月 1月 2月 3月

● ● ● ● ● ● ●

段
○国保人間ﾄ ｯｸ対象年齢 引き げ（ 歳 歳）
○「H22年度未受診者等対策事業」の経験を踏まえた未受診者に対する受診勧奨の実施
○特定保健指導の更なる充実（腹部CT検査の導入等）

数
値
目
標

項目 単位 数値目標 事業費

45 県 支 出 金

千円

特定健診受診率 ％ 50
財

源

内

訳

国庫支出金 12,262 千円

特定保健指導実施率 ％

52,024

12,262 千円

地 方 債 千円

そ の 他 4,721 千円

一 般 22,779 千円

ス
ケ
ジ

ュ
―

ル

備考

特定健診受診勧奨

特定保健指導

健康教室の開催

集団健診の実施

-44-



21 特定健診・特定保健指導事業（生活習慣病の減少と医療費の適正化）

施策体系
まちづくりの方向 環境にやさしく、安心して健やかに暮らせるまちづくり

施 策 健やかで生きいきと暮らせる環境づくり

平 成 23 年 度 の 結 果及 び今 後の 方向

部局名 市民環境部

NO．事業名

　健診受診率向上を目指し、国保人間ドッグ助成対象年齢40歳～64歳を40歳～74歳に引き上げ、
また、新たな取り組みとして、かかりつけ医で治療中の687人に対しその医療機関からの情報提供を
依頼し、同意していただいた100人の方の情報が得られました。
　しかしながら、受診者6,713人、受診率は42.1％で、目標値の50％を下回りました。
　特定保健指導は、動機づけ支援と積極的支援を合わせた対象者833人に対し、387人に保健指導
を行い、特定保健指導の実施率は46.5％と目標値の45％を1.5％上回りました。

①特定健診・特定保健指導の未受診者等対策として、往復はがき6,251枚、官製はがき2,469枚、通
知書3,377通を発送、治療中の人のデータ情報提供依頼687人、電話勧奨延べ3,250回。
②特定健診の「個別医療機関健診」を22ヶ所から26ヶ所に拡大。
③国保人間ドッグ対象年齢引き上げに伴う受診者1,664人（前年度より628人増）。

数

値

結

項 目 単位 数値結果 事業費（決算） 48,610 千円

特定健診受診率 ％ 42.1
財

源

内

国庫支出金 10,680 千円

特定保健指導実施率 ％ 46.5 県 支 出 金 10,330 千円

千円地 方 債

平 成 23 年 度 の 取 り 組 み 結 果

検

証

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月11月12月 1月 2月 3月

● ● ● ● ● ● ●

果
内

訳
そ の 他 4,248 千円

一 般 23,352 千円

今

後

の

方

向

　平成24年度は「特定健康診査等実施計画」の 終年度となり、目標値の特定健診受診率65％、
特定保健指導実施率45％を目指します。生活習慣病の予防を図ることによって医療費削減に努め
るほか、①から⑤の事業を的確に実施し、更なる健診受診率、保健指導実施率の向上を目指しま
す。

①生活習慣病等で治療中の人の医療機関からのデータ提供依頼を本格実施（県下初)。
②特定健診の検査項目を拡充し、魅力ある健診を実施。
③国の補助事業（国保保健指導事業）を申請し、未受診者に対する受診勧奨を実施。
④特定保健指導の更なる充実（特定保健指導の積極的支援を委託）。
⑤各地区へ出向いての出前講座の開催。

実

施

工

程

備考

特定健診受診勧奨

特定保健指導

出前講座の開催

集団健診の実施

－45－
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　予防接種について、正しく理解した上で、より多くの対象者が接種することで、子宮頸がんや髄膜
炎等の病気を予防し、「健やかに生活できる環境づくり」を支援します。
　また、病気の発症・重症化を防ぐことにより、医療費の削減に結びつきます。

平成23年度の取り組み

手
段

○子宮頸がん　　              3回接種
○ヒブ　　　                   　 1～4回接種
○小児用肺炎球菌　　　　　1～4回接種
　
　上記の対象者に予防接種の受け方、注意すべき事項、予防接種の効果及び副反応、健康被害

事
　
業
　
概
　
要

・任意予防接種のうち、子宮頸がん、ヒブ、小児用肺炎球菌の3ワクチンの接種費用を、公費負担し
ます。
　○接種対象者
　　　　・子宮頸がん　　　　　　　中1から高1の女子（高2については、H23年度救済措置あり）
　　　　・ヒブ　　　　　　　　　　　　生後2ヶ月から4歳までの子
　　　　・小児用肺炎球菌　　　　生後2ヶ月から4歳までの子（H23年度は笛吹市独自で就学前まで）

・国の子宮頸がん等ワクチン接種緊急促進臨時特例交付金により平成22、23年度の限定事業とし
て、接種費用の内、県の基金により約１/2・市より約1/2を補助します。

平成23年度マニフェスト

部局名 保健福祉部

NO．事業名 子どもの予防接種事業

施策体系
まちづくりの方向 環境にやさしく、安心して健やかに暮らせるまちづくり

施 策 健やかで生きいきと暮らせる環境づくり

施
策
向
上

に
向
け
て

-46-

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月11月12月 1月 2月 3月

千円

一 般 51,084

ス
ケ
ジ

ュ
―

ル

備考

子宮頸がんワクチン接種助成

ヒブワクチン接種助成

小児用肺炎球菌ワクチン接種
助成

千円

子宮頸がん ％ 70
財

源

内

訳

国庫支出金 千円

ヒブ ％ 30 県 支 出 金 37,919 千円

段
記 対象者に予防接種 受け方、注意す き事項、予防接種 効果及び副反応、健康被害

救済のしくみ等を文書にし、予診票と個別通知するとともに広報・ホームページで周知します。
　予防接種による事故防止および安全な事業運営のため笛吹市医師会と連携を図ります。

数
値
目
標

項目 単位 数値目標 事業費

※数値目標はいずれもワクチン接種率 そ の 他

小児用肺炎球菌 ％ 30

千円

89,003

地 方 債 千円

-46-



22

平 成 23 年 度 の 結 果及 び今 後の 方向

部局名 保健福祉部

NO．事業名 子どもの予防接種事業

千円

施策体系
まちづくりの方向 環境にやさしく、安心して健やかに暮らせるまちづくり

施 策 健やかで生きいきと暮らせる環境づくり

平 成 23 年 度 の 取 り 組 み 結 果

検

証

◎任意の予防接種である子宮頸がん、ヒブ、小児用肺炎球菌の3ワクチンは、関心も高く、公費負担
になったことにより目標を上回る多くの対象者が接種しました。
◎対象者には、定期予防接種と同様に予診票と予防接種の説明及び注意事項を記載した文書を
個別に通知しました。
◎本事業実施に伴い、小児科医を中心に市の医師会の協力を得て、同時接種等についての学習
会を開催しました。

※子宮頸がんについては、ひとり3回接種しますが、ヒブ・小児用肺炎球菌については、接種を開始
する月齢により接種回数が異なるため、接種率については、いずれも対象ワクチンを1回でも接種し
ている者を接種者とみなし、算出しています。

数

値

結

項 目 単位 数値結果 事業費（決算） 104,501

千円

ヒブ ％ 56 県 支 出 金 47,002 千円

子宮頸がん ％ 81
財

源

内

国庫支出金

小児用肺炎球菌 ％ 54 千円地 方 債

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月11月12月 1月 2月 3月

果
内

訳
そ の 他 千円

一 般 57,499 千円

今

後

の

方

向

◎平成24年度については、国において「子宮頸がん等ワクチン接種緊急促進事業」として、継続実
施が決定していますので、笛吹市においても引き続き実施します。
◎平成25年度以降については、予防接種法の改正により、子宮頸がん、ヒブ、小児用肺炎球菌ワク
チンを含む7種類のワクチンを定期接種化することが検討されていますので、国・県の動向を注視し
ながら対応していきます。

実

施

工

程

備考

子宮頸がんワクチン接種助成

ヒブワクチン接種助成

小児用肺炎球菌ワクチン接種
助成

－47－
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　この支援により、子育て家庭における子どもたちが心身ともに健康に育ち、また、安心して産み育
てることができる充実した子育て環境を整備し、次代を担う子どもたちの育成に努めます。

平成23年度の取り組み

手
段

○対象年齢者の家庭に、申請書を提出していただき申請者に対して医療受給者証を交付します。
　（助成対象者は、0歳から12歳（小学校6年生）までの子ども　対象人数：7,000人を見込む）
○医療費を現物給付とし、医療機関の窓口で保険証と一緒に提示することにより、窓口負担を無料
化します。
　（加入保険が一部の国民健康保険組合の場合を除く）

事
　
業
　
概
　
要

　子どもの健康増進、疾病の早期発見及び早期治療を促進するとともに、子育て家庭の経済的負
担の軽減を図るために、これまでの『乳幼児医療費助成制度』を『子どもすこやか医療費助成制度』
とあらため、子どもの保険診療に係る一部負担金を助成します。
　助成対象年齢を小学校就学前（6歳）から小学校6年生（12歳に達する日以後の 初の3月31日）
までに拡大して子どもの健やかな成長を支援します。
　併せて入院時の食事療養費についても、同様に助成対象年齢を拡大して支援します。
　県補助金の対象年齢は、外来は5歳到達月、入院は小学校就学前までとなっておりますが、年齢
拡大分については、全額一般財源で実施します。

平成23年度マニフェスト

部局名 保健福祉部　

NO．事業名 子どもすこやか医療費助成事業（子ども医療費無料化の年齢拡大）

施策体系
まちづくりの方向 環境にやさしく、安心して健やかに暮らせるまちづくり

施 策 安心して生み育てられる環境づくり

施
策
向
上

に
向
け
て

-48-

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月11月12月 1月 2月 3月

千円

一 般 152,555

ス
ケ
ジ

ュ
―

ル

備考

受給者証交付

医療費の助成

千円

受給者数 人 7,000
財

源

内

訳

国庫支出金 千円

助成件数 件 100,000 県 支 出 金 65,687 千円

段
（加入保険が 部 国民健康保険組合 場合を除く）

○食事療養費は、償還払いとして助成します。

数
値
目
標

項目 単位 数値目標 事業費

そ の 他

千円

218,242

地 方 債 千円

-48-
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平成23 年度の結果及び今後の方向

部局名 保健福祉部　

NO．事業名 子どもすこやか医療費助成事業（子ども医療費無料化の年齢拡大）

千円

施策体系
まちづくりの方向 環境にやさしく、安心して健やかに暮らせるまちづくり

施 策 安心して生み育てられる環境づくり

平 成 23 年 度 の 取 り 組 み 結 果

検

証

①子育て家庭の支援事業として、助成対象年齢を小学校6年生までに拡大しました。拡大した年齢
分については市単独事業として行い、事業名については『子どもすこやか医療費助成事業』と改め
実施しました。
②7,000人を超える医療費助成対象者のうち、新たに受給者証が必要となる小学生の対象者約
3,300人分の受給者証交付については、広報紙や通知等による周知及び医療機関等をはじめ関係
機関の協力により対応することができました。
③医療費の窓口無料化によって、医療機関への受診機会が確保され、対象者の利用が増加したこ
と、あわせてインフルエンザ等が小学校、保育所等で流行したことにより、助成件数は数値目標を、
約20,000件上回る結果となり、事業費についても、約18,200千円を予定より増額する結果となりまし
た。

数

値

結

項 目 単位 数値結果 事業費（決算） 236,521

千円

助成件数 件 120,848 県 支 出 金 60,661 千円

受給者数 人 7,745
財

源

国庫支出金

千円地 方 債

－49－

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月11月12月 1月 2月 3月

果
内

訳

千円

そ の 他 千円

一 般 175,860 千円

地 方 債

今

後

の

方

向

①受給者証交付手続きについては、本人の申請がなければ受給者証の発行交付がされないため、
転入時や出生時等において対象者の洩れが無いように手続きを進めてまいります。
②医療費については、乳幼児までは県の補助を受けますが、拡大した対象者分については市単独
分としての財源が必要なため、助成件数及び医療費の数値の把握等関係機関と連携を図りながら
適正な支給事務を進め、医療費の縮減につなげます。
③今後は、安心して子育てができる環境を整えるための施策として、制度の維持運営を図りながら
子育て家庭への支援等充実した取り組みを進めます。

実

施

工

程

備考

受給者証交付

医療費の助成

－49－
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施
策
向
上

に
向
け
て

　児童数の動向や保育ニーズを見極めながら、特別保育の実施体制の確立、民間活力導入も含め
た保育所運営の適正化を図ることにより、必要とされる保育サービスの向上に努めます。
　さらに、石和第五保育所の建設をはじめとする、保育所の施設整備を進めることにより、安全で安
心できる保育環境の実現を目指します。

平成23年度の取り組み

○特別保育実施施設数
　・延長保育　　公立10か所、私立5か所　　　・一時預かり事業　　公立3か所、私立1か所

施策体系
まちづくりの方向 環境にやさしく、安心して健やかに暮らせるまちづくり

施 策 安心して生み育てられる環境づくり

事
　
業
　
概
　
要

　児童福祉法に基づき、公立保育所14施設および市内私立保育園10施設の保育所運営、保育事
業を行なっています。
　核家族化の進行や女性の社会進出、就労形態の多様化などに対応するため、次世代育成支援
行動計画に基づき、特別保育事業の充実を図ります。
　特に延長保育、一時預かり事業については、保護者のニーズを把握しながら、実施保育所の市内
への適切な配置と受け入れ態勢の整備に努めます。
　また、平成21年度に策定された保育所ビジョンを展開し、保育所運営の充実、職員の資質向上を
図ります。
　保育所の施設整備については、石和第五保育所の建設、石和第二保育所の改修、御坂北保育
所の改修、さらに民間保育園の施設整備への支援などを行ないます。
　公立保育所への指定管理者制度導入については、保護者への十分な説明を行い、理解を求め
ながら進めていく中で、より良い保育所運営、保育サービスの充実を図ります。

平成23年度マニフェスト

部局名 保健福祉部

NO．事業名 保育所運営事業（安全で安心できる保育環境の実現）

-50-

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月11月12月 1月 2月 3月

実施

実施

保護者説明会及び導入検討

実施

実施設計 各種許可申請 工事

ス
ケ
ジ

ュ
―

ル

備考

延長保育

一時預かり事業

指定管理者制度導入検討

保育所施設整備

1,004,059 千円

石和第五保育所建設

300,400 千円

そ の 他 517,959 千円

千円

延長保育利用児童数 人 200
財

源

内

訳

国庫支出金 209,850 千円

一時預かり事業利用児童数 人

2,158,198

125,930 千円

指定管理者制度導入保育所 か所 1

数
値
目
標

項目 単位 数値目標 事業費

180 県 支 出 金

延長保育利用児童数は、1日平均 低受入可能枠数
一時預かり事業利用児童数は、月平均 低受入可能枠数

地 方 債

一 般

手
段

延長保育 公 か所、私 か所 時預かり事業 公 か所、私 か所
○指定管理者制度導入　　・保護者説明会実施
○保育所ﾋﾞｼﾞｮﾝの展開
○保育所施設整備
　・石和第五保育所建設、石和第二・御坂北保育所改修

-50-
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平 成 23 年 度 の 結 果及 び今 後の 方向

部局名 保健福祉部

NO．事業名 保育所運営事業（安全で安心できる保育環境の実現）

千円

施策体系
まちづくりの方向 環境にやさしく、安心して健やかに暮らせるまちづくり

施 策 安心して生み育てられる環境づくり

平 成 23 年 度 の 取 り 組 み 結 果

検

証

　延長保育については、1日平均 低受入可能枠数の数値目標を200人に設定し、市内15か所の
保育所で実施した結果、利用希望児童155人全てを受け入れることができました。
　一時預かり事業については、実施保育所の市内への適正な配置を行なうと共に、月平均 低受
入可能枠数の数値目標を180人に設定し、市内4か所の保育所で実施した結果、これについても利
用希望児童160人全てを受け入れることができました。
　平成21年度に策定された保育所ビジョンについては、そのビジョンに基づきより良い保育を目指し
て、保育士の資質向上のための研修会や小学校との連携体制の構築などの事業展開を行ないまし
た。
　また、指定管理者制度の導入については、保護者の理解をいただく中で、石和第五保育所に導
入をすることが出来ました。

数

値

結

項 目 単位 数値結果 事業費（決算） 2,407,228

千円

一時預かり事業利用児童数 人 160 県 支 出 金 283,778 千円

延長保育利用児童数 人 155
財

源

内

国庫支出金 203,085

指定管理者制度導入保育所 か所 1 436,400 千円地 方 債

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月11月12月 1月 2月 3月

実施

実施

保護者説明会及び導入検討 決定 導入準備

実施

実施設計 各種許可申請 工事

果
内

訳

延長保育利用児童数は、1日平均利用希望児童数
一時預かり事業利用児童数は、月平均利用希望児童数

そ の 他 513,425 千円

一 般 970,540 千円

石和第五保育所建設

今

後

の

方

向

　延長保育や一時預かり事業などの特別保育の実施については、保護者の利用ニーズを見極めな
がら保育士の配置や勤務体制の検討を行い、市内への適正な配置を図るとともに、受け入れ態勢
の充実を図ります。
　公立保育所への指定管理者制度導入については、保護者との十分な話し合いを行いながら、理
解を得る中で導入を進めます。
　また、保育所ビジョンに基づき、保育所運営の充実、職員の資質向上を図ると共に、安心安全な
保育所の確立のため保育所施設・設備の整備を進めます。

実

施

工

程

備考

延長保育

一時預かり事業

指定管理者制度導入検討

保育所施設整備

－51－
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　今まで、健診と同時に行われてきた生活機能評価が、生活機能チェックリストのみで把握できるよ
うになり、健診を受診していない高齢者も対象とすることが可能となりました。
　これにより多くの対象者を把握し、予防事業、高齢者の実態を把握することで、高齢者が住みなれ
た地域で元気で安心して暮らせる環境づくりにつながります。

平成23年度の取り組み

手
段

○調査対象者：要介護者、要支援者を除く65歳以上の方
○調査方法：郵送方式による、アンケート調査。未回答の方には、はがきにて督促を行います。それ
でも回答がない場合には、訪問して聞き取り及び回収を行います。
○周知方法：広報、ホームページ、ＣＡＴＶなどによる周知や、地域での高齢者の集まる機会へも出
向いて説明を行います。

事
　
業
　
概
　
要

　市内の要介護者および要支援者を除く65歳以上の高齢者を対象に調査を実施し、生活機能の低
下により要介護状態等となるおそれの高い状態にあると認められる二次予防事業対象者を把握し、
介護予防事業に結びつけ、高齢者がいつまでも元気で暮らせる環境づくりを行います。
　また、この50項目の調査(社会参加、身体状況、日常生活の状況など）により、これからの高齢者に
必要なサービスの検討、実態把握・分析を行います。

平成23年度マニフェスト

部局名 保健福祉部

NO．事業名 二次予防事業対象者把握事業（介護予防が必要な高齢者の把握）

施策体系
まちづくりの方向 環境にやさしく、安心して健やかに暮らせるまちづくり

施 策 高齢者がいつまでも元気で暮らせる環境づくり

施
策
向
上

に
向
け
て
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4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月11月12月 1月 2月 3月

未回収票の回収

千円

一 般 3,172

ス
ケ
ジ

ュ
―

ル

備考

調査票発送

調査票回収

対象者への説明会実施

事業参加

千円

調査票回収率 ％ 75
財

源

内

訳

国庫支出金 3,966 千円

周知活動(地区への） 回 10 県 支 出 金 1,983 千円

6,741

段
向 説明を行 ます。
○結果の返却：個人の健康度を分析し、必要な二次予防事業（介護予防事業）を紹介します。ま
た、二次予防事業対象者に該当しない人には結果の返却と、健康づくりや介護予防の情報の提供
を行います。介護予防事業の説明会を40か所程度で実施(1回：半日）します。
○市内の状況や、地区の状況を分析したものを、広報などで結果を公表します。

数
値
目
標

項目 単位 数値目標 事業費

そ の 他

事業説明会 回 40

千円

15,862

地 方 債 千円

-52-
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平 成 23 年 度 の 結 果及 び今 後の 方向

部局名 保健福祉部

NO．事業名 二次予防事業対象者把握事業（介護予防が必要な高齢者の把握）

千円

施策体系
まちづくりの方向 環境にやさしく、安心して健やかに暮らせるまちづくり

施 策 高齢者がいつまでも元気で暮らせる環境づくり

平 成 23 年 度 の 取 り 組 み 結 果

検

証

◎65歳以上の介護認定のない人に調査票(生活機能調査）を送付し、回答していただきました。
◎二次予防事業対象者の把握事業としては、12,518人に調査票を送付し、10,331人から回収、回
収率は82.5％でした。
◎この調査により二次予防事業の対象者として把握された人は4,162人で、28.7％でした。
◎二次予防事業の対象者には、介護予防に役立ててもらうために、『元気度チェック笛吹』として結
果を個別に郵送するとともに、事業説明会において要介護状態となることを防ぐための各種予防事
業について説明し、参加を勧奨しました。
　元気高齢者と判定された人にも、自身の健康状態を確認してもらえるよう、調査の途中経過を概要
版として送付しました。

数

値

結

項 目 単位 数値結果 事業費（決算） 9,777

千円

周知活動(地区への） 回 22 県 支 出 金 1,222 千円

調査票回収率 ％ 82.5
財

源

内

国庫支出金 2,444

事業説明会 回 24 千円地 方 債

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月11月12月 1月 2月 3月

未回収票の回収

果
内

訳
そ の 他 4,156 千円

一 般 1,955 千円

今

後

の

方

向

◎来年度は、平成23年度中に65歳に到達した人と平成23年度中に転入した65歳以上の人を対象
に調査を行います。
◎調査の目的などがうまく伝えられなかった点を反省し、今後はこの結果を公表していきながら、笛
吹市の元気度を広く市民にも知ってもらえるよう周知活動に努めます。
◎この調査により、二次予防事業の対象者の状況だけではなく、65歳以上の人の生活状況や健
康・介護について感じていることなどもわかったので、今後、地域の活動に参加する際には、その地
区の状況をわかりやすく伝え、介護予防に役立ててもらえるように調査結果を活用していきます。
◎平成23年度の調査をベースとして、この状況が今後どのように変化していくのか、二次予防事業
の事業効果と併せて検証し介護予防に役立つように努めます。

実

施

工

程

備考

調査票発送

調査票回収

対象者への説明会実施

事業参加

－53－
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4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月11月12月 1月 2月 3月

● ● ●

● ● ● ● ●

● ● ●

●

地 方 債

事
　
業
　
概
　
要

○介護保険事業計画は、介護保険法第117条において3年ごとの策定が義務づけられており、第5
期計画は、平成24年度を初年度とし、平成26年度を目標年度とするものです。
○介護保険の給付等対象サービスの種類や各サービス量の見込を定めるとともに、介護保険事業
に係る保険給付の円滑な実施を確保するために必要な事項を定めるものです。
○この事業計画に基づき、平成24年度から平成26年度までの、第1号被保険者の保険料額が決定
されます。

平成23年度マニフェスト

部局名 保健福祉部

NO．事業名 第５期介護保険事業計画策定事業

施策体系
まちづくりの方向 環境にやさしく、安心して健やかに暮らせるまちづくり

施 策 高齢者がいつまでも元気で暮らせる環境づくり

千円

施
策
向
上

に
向
け
て

　笛吹市の介護保険事業に関する基本的事項を定め、適切な介護サービス及び地域支援事業を
提供するとともに、高齢者の方が可能な限り健康で自立した生活を送ることができるよう、地域の実
情に応じた高齢者福祉、介護保険の体制を計画的に確保することを目的としています。

平成23年度の取り組み

手
段

○元気な高齢者やこれから高齢期を迎える人たちが、身近な地域において健康で自己実現し続け
られる環境を整備するため、生活実態・意識調査を行います。
○介護認定者、介護サービス利用の実態調査を行います。
○人口・要介護認定者・給付実績等の分析により、事業量・事業費・保険料の推計作業を行いま
す。
○計画策定委員会(下部組織として専門部会を設置)において協議、検討を行います。
○素案を作成した段階で、ホームページや窓口において公開し市民の意見を求めます。
○介護保険運営協議会へ諮問します。

数
値
目
標

項目 単位 数値目標 事業費

そ の 他

介護保険運営協議会の開催 回 3

千円

3,919 千円

計画策定委員会の開催 回 3
財

源

内

訳

国庫支出金 千円

介護保険専門部会の開催 回 5 県 支 出 金 千円

3,919 千円

一 般

ス
ケ
ジ

ュ
―

ル

備考

計画策定委員会の開催

介護保険専門部会の開催

介護保険運営協議会の開催

介護保険条例の改正
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26

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月11月12月 1月 2月 3月

● ● ● ●

● ● ● ●

● ● ●

●

平 成 23 年 度 の 結 果及 び今 後の 方向

部局名 保健福祉部

NO．事業名 第５期介護保険事業計画策定事業

千円

施策体系
まちづくりの方向 環境にやさしく、安心して健やかに暮らせるまちづくり

施 策 高齢者がいつまでも元気で暮らせる環境づくり

平 成 23 年 度 の 取 り 組 み 結 果

検

証

①プロポーザルによりコンサルタント業者を選定し、現状分析と将来推計を行いました。
②高齢者へのニーズ調査、市内の事業所、ケアマネージャーへのアンケート調査、聴き取り調査を
行い、高齢者がどのような支援を必要としているか、普段の生活や健康などについてどのような意見
を持っているか等の実態把握を行い、地域密着型サービスの整備について計画に盛り込みました。
③策定にあたっては、福祉関係の団体・公益団体・民間団体・医療機関の代表や一般公募委員か
ら構成された計画策定委員会、策定専門部会を設置し協議を行いました。
④将来推計と必要とするサービス量の見込みから、第5期介護保険料額を算出しました。
⑤介護保険運営協議会に諮問し、答申を得て計画を確定しました。
⑥第1号被保険者の介護保険料の改定に伴い市介護保険条例の一部を改正しました。
⑦「第5期介護保険事業計画(概要版)」を作成し、市内全戸に配布しました。

数

値

結

果

項 目 単位 数値結果 事業費（決算） 3,302

千円

介護保険専門部会の開催 回 4 県 支 出 金 千円

計画策定委員会の開催 回 4
財

源

内

訳

国庫支出金

介護保険運営協議会の開催 回 3 千円

そ の 他 3,302 千円

一 般 千円

地 方 債

今

後

の

方

向

①計画の推進体制
事業計画の推進に向けて、進捗状況や達成状況について、「介護保険運営協議会」に報告し、検
証していきます。また、国・県等との連携を図り法律の改正、制度の改正等に対しても適切に対応し
ていきます。

②関係機関等との連携強化
関係機関、庁内関係課等で構成される笛吹市地域包括ケア体制推進会議（仮称）を計画期間中に
設置し、笛吹市の実情に応じた地域包括ケア体制を推進するための方策を検討し、福祉、保健、住
宅、就労、教育、まちづくり等様々な分野での連携を強化していきます。

実

施

工

程

備考

計画策定委員会の開催

介護保険専門部会の開催

介護保険運営協議会の開催

介護保険条例の改正
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事
　
業
　
概
　
要

　障がい者が、社会の一員として社会活動に参加し、地域で自立した生活が送れるよう、適切な支
援を確保するためには、行政の施策だけでは本当の意味でのノーマライゼーション（共に生きる社
会）は実現できません。
　地域社会、住民一人ひとりが障がい者に対する理解と支援の輪を広げていくことが大切です。
　市では、相談支援事業をはじめとした各種サービスの提供を行い、障がい者等の社会生活を支援
します。
　また、地域自立支援協議会において、障害者福祉サービスが障がい者のために適切に行われて
いるかを話し合い、障がい者の自立に向けた応援体制を整えると共に、地域社会の理解と支援の
環境づくりに向けた「第３期障害者福祉計画」の策定を行います。

平成23年度マニフェスト

部局名 保健福祉部

NO．事業名 障害者地域生活支援事業（障がい者と共に生きる地域を目指し）

施策体系
まちづくりの方向 環境にやさしく、安心して健やかに暮らせるまちづくり

施 策 障害者の自立を支援する環境づくり

施
策
向
上

に
向
け
て

　地域活動支援センター、福祉サービス提供事業所及び社会福祉協議会等との連携を密にし、障
がい者一人ひとりに行き届いたサービスを実施していきます。
　また、地域自立支援協議会の活動を通じて地域の関係機関のネットワークにより、障害者福祉計
画の目標達成を目指し、障がい者の自立を支援する環境づくりを行います。

平成23年度の取り組み

手
段

○相談支援事業、社会参加支援事業では、相談支援や事業利用の実例を通じて笛吹市の障がい
者の課題分析を行い、地域自立支援協議会に事例提供をする中で課題解決のためのケース検討
や相談フローの整備に活用します。
○地域自立支援協議会は、各部会の活動や取り組みを全体で共有できるようにすると共に、障がい
者、家族への地域社会での理解が進むよう啓発活動に積極的に取り組みます。

-56-

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月11月12月 1月 2月 3月

策定

地 方 債 千円

段
者、家族 地域社会 理解が進むよう啓発活動に積極的に取り組みます。
○第３期障害者福祉計画では、地域自立支援協議会を計画策定検討機関として、障がい者、家族
などの当事者団体、サービス事業者、関係機関で協働して住民意識の向上を目的とした企画を実
施する中で、地域住民の声、当事者ニーズを把握すると共に、目標設定のプロセスや実現に向けた
取り組みを明確にした計画づくりを行います。

数
値
目
標

項目 単位 数値目標 事業費

そ の 他

第３期障害者福祉計画策定
（地域福祉計画と合体印刷）

部 26,000

千円

131,846 千円

相談支援事業（延相談回数） 回 5,000
財

源

内

訳

国庫支出金 38,397 千円

地域自立支援協議会開催
（部会含む）

回 30 県 支 出 金 19,198 千円

千円

一 般 74,251

ス
ケ
ジ

ュ
―

ル

備考

相談支援事業

社会参加支援事業

地域自立支援協議会開催
（部会含む）

第３期障害者福祉計画
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平 成 23 年 度 の 結 果及 び今 後の 方向

部局名 保健福祉部

施策体系
障害者の自立を支援する環境づくり

NO．事業名 障害者地域生活支援事業（障がい者と共に生きる地域を目指し）

まちづくりの方向 環境にやさしく、安心して健やかに暮らせるまちづくり

施 策

①相談支援事業では、市内の2事業所に業務委託し来所・訪問・電話相談など相談しやすい環境づくり
に努め、目標相談件数を達成しました。
②地域自立支援協議会では、課題の共有と解決に向けた連携を図るため児童サービス検討委員会を
立ち上げ、緊急課題の解決に取り組むとともに実態把握のためのアンケート調査を実施し、施策検討に
繋げられるよう課題を抽出しました。
　また、平成24年4月からの障害者自立支援法の制度改正に向けて、当事者や関係機関等への情報提
供や意見交換等を行いました。
③福祉総務課障害福祉担当窓口に手話通訳者を嘱託職員として設置するとともに、これまで業務委託
していた手話通訳等派遣事業を平成23年度から市が直接実施することにより、コミュニケーション支援事
業の充実を図りました。
④地域自立支援協議会の各部会において、障害者基本計画及び障害福祉計画策定に当たっての意
見交換及び意見集約を行い、児童サービスや防災対策等を中心に計画への意見反映を行いました。

千円

県 支 出 金

平 成 23 年 度 の 取 り 組 み 結 果

5,066
数

値

結

国庫支出金

事業費（決算）

千円

千円

千円

部
第3期障害福祉計画策定
（地域福祉計画と合体印刷）

回

16,745

検

証

26,000

財

源

内

回

項 目

相談支援事業（延相談回数）

31
地域自立支援協議会開催
（部会含む）

33,490

単位 数値結果 132,108

地 方 債

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月11月12月 1月 2月 3月

策定

果

今

後

の

方

向

①相談支援事業においては、相談支援体制の充実やサービス事業者等関係機関との連携体制の
強化を図るとともに周知活動に努めます。併せて、地域の相談支援の拠点としての役割を持つ「基
幹相談支援センター」の設置検討も行います。
　また、平成24年度より、これまで県が行っていた障害者相談員の委嘱事務が市に移譲されること
から、身近な地域で安心して相談できる体制づくりに取り組みます。
②地域自立支援協議会においては、行政、関係機関、当事者等の連携による地域環境づくりに引
き続き取り組みます。また、新たに児童部会を設置し、引き続き児童サービスについての課題検討・
課題解決のための体制づくりに取り組みます。
③地域自立支援協議会を活用した、第2次障害者基本計画・第3期障害福祉計画の推進及び検証
を行います。

実

施

工

程

備考

相談支援事業

地域自立支援協議会開催
（部会含む）

第3期障害福祉計画

81,873

（地域福祉計画と合体印刷）

社会参加支援事業

内

訳
千円

一 般

そ の 他

千円

－57－
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事
　
業
　
概
　
要

　近年の雇用情勢の悪化に伴い生活保護受給者や生活困窮者においても就職難となっており、経
済的自立の促進のためには、就労の確保が必要です。
　就労可能な人に対して、豊富な知識と経験を有する就労支援員による助言・指導並びにケース
ワーカーとの連携により就労指導・支援を行います。

平成23年度マニフェスト

部局名 保健福祉部

NO．事業名 生活保護受給者等就労促進事業

施策体系
まちづくりの方向 環境にやさしく、安心して健やかに暮らせるまちづくり

施 策 暮らしの基礎を支える安心なしくみづくり

施
策
向
上

に
向
け
て

　生活保護受給者等のうち稼動年齢にある者で就労可能な人に対して、就労支援員等による専門
的な支援により、安定的な就労機会を確保して、就労の実現により経済的に自立して安心して健や
かに暮らせるようにします。（就労支援⇒就労⇒生活保護から自立へ）

平成23年度の取り組み

手
段

　保護受給者のうち65歳未満で就労可能な人及び生活困窮者で就労意欲の高い人からの相談に
応じ就労の実現とともに、経済的に自立できるよう積極的な事業展開を行い、就労者の増加による
保護費の抑制を図ります。

○保護受給者、生活困窮者からの就労相談活動を実施し、支援内容の検討を行います。

-58-

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月11月12月 1月 2月 3月

地 方 債 千円

段
○保護受給者、生活困窮者から 就労相談活動を実施 、支援内容 検討を行 ます。
○就労支援員による対象者への求職援助、面接指導、関係機関への同行等の支援を行います。
○ハローワークと連携し就労支援を行います。
○就労後のサポートを行います。

数
値
目
標

項目 単位 数値目標 事業費

そ の 他

自立世帯数 世帯 1

千円

2,949 千円

就労支援者数 人 27
財

源

内

訳

国庫支出金 千円

就労者実現者数 人 5 県 支 出 金 2,947 千円

千円

一 般 2

ス
ケ
ジ

ュ
―

ル

備考

就労相談活動の実施

就労支援者の選定

求職活動の支援の実施

サポート活動の実施

-58-
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平 成 23 年 度 の 結 果及 び今 後の 方向

部局名 保健福祉部

NO．事業名 生活保護受給者等就労促進事業

千円

施策体系
まちづくりの方向 環境にやさしく、安心して健やかに暮らせるまちづくり

施 策 暮らしの基礎を支える安心なしくみづくり

平 成 23 年 度 の 取 り 組 み 結 果

検

証

◎生活保護受給者の自立に必要な支援として、就労意欲があっても就労経験に乏しく、就労への
不安を抱えている生活保護受給者や生活困窮者に対し、就労支援員による就労意欲の喚起、公共
職業安定所への同行、求人情報の提供などの就労支援を実施しました。
◎現下の厳しい経済・雇用情勢により就労支援した者は目標を上回り51人でした。また、就労した
のはその内11人で、2世帯2人が生活保護から自立しました。（保護廃止）

数

値

結

項 目 単位 数値結果 事業費（決算） 2,935

千円

就労者実現者数 人 11 県 支 出 金 2,934 千円

就労支援者数 人 51
財

源

内

国庫支出金

自立世帯数 世帯 2 千円地 方 債

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月11月12月 1月 2月 3月

果
内

訳
そ の 他 千円

一 般 1 千円

今

後

の

方

向

◎今後も、就労を自立の第一歩と捉え、稼働能力のある者についてはケースワーカーが被保護者
の生活状況等の把握に努め、就労支援員と連携し、自立促進に向けての更なる就労指導・支援
や、就労後のサポート活動を強化していきます。
◎就労意欲があり自立廃止が見込める者については、ハローワークと連携し就労支援を行います。

実

施

工

程

備考

就労相談活動の実施

就労支援者の選定

求職活動の支援の実施

サポート活動の実施

－59－



29

事
　
業
　
概
　
要

　国民健康保険事業は、加入者の疾病に際して保険給付を行うことにより、安心し安定した生活の
確保を主旨とする医療保険制度ですが、近年、被保険者の高齢化や、医療の高度化に伴う医療費
の増大、また、一方では、景気の低迷による所得の減少や収納率の低下による財源不足など、国民
健康保険事業を取りまく環境は極めて厳しい状況です。
　そのため、国民皆保険制度の 後の砦といえる国民健康保険事業の健全な財政運営を行うた
め、医療費の適正化及び収納率の向上に努めています。

平成23年度マニフェスト

部局名 市民環境部

NO．事業名 国民健康保険適正運営（健全化）事業（収納率向上と医療費の適正化）

施策体系
まちづくりの方向 環境にやさしく、安心して健やかに暮らせるまちづくり

施 策 暮らしの基礎を支える安心なしくみづくり

施
策
向
上

に
向
け
て

　「笛吹市国民健康保険健全化計画」に基づく、各種の医療費適正化事業による医療費の削減対
策や、収納率向上対策による財源の確保と公平性の実現を図るなど、健全化に向けた取り組みを
展開し、暮らしの基礎を支える安心なしくみづくりの充実に努めます。

平成23年度の取り組み

手
段

○医療費の適正化事業
　・広報等による継続した医療費情報の発信　　・医療費通知の発送　　・国保だより発行による啓発
　・人間ドック受診補助による予防事業の実施　　・ジェネリック医薬品の普及促進　　・医療費分析
　・部局横断的健康予防事業の取り組み強化

-60-

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月11月12月 1月 2月 3月

● ● ● ● ● ●

地 方 債 千円

段 ○収納率向上対策
  ･滞納者の実態把握　　・他保険加入者の職権による喪失事務
　・年間を通じた電話催告と臨戸訪問　・悪質滞納者への資格者証の発行
　・口座振替（マルチペイメント）の推進

数
値
目
標

項目 単位 数値目標 事業費

そ の 他

医療費通知発行 回 6

千円

44,000 千円

現年度収納率の向上（前年比） ％ 0.5
財

源

内

訳

国庫支出金 千円

広報掲載・国保新聞発行回数 回 14 県 支 出 金 千円

千円

一 般 44,000

ス
ケ
ジ

ュ
―

ル

備考

広報掲載・国保新聞発行

医療費通知発行

滞納者対策

電話催告・臨戸訪問

-60-
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平 成 23 年 度 の 結 果及 び今 後の 方向

部局名 市民環境部

NO．事業名 国民健康保険適正運営（健全化）事業（収納率向上と医療費の適正化）

千円

施策体系
まちづくりの方向 環境にやさしく、安心して健やかに暮らせるまちづくり

施 策 暮らしの基礎を支える安心なしくみづくり

平 成 23 年 度 の 取 り 組 み 結 果

検

証

 市広報紙への継続した国保情報の発信、各種団体への出前講座の開催、さらにジェネリック薬品
の普及推進を行い国民健康保険事業への理解と医療費の抑制に努めてきましたが、前年度より医
療費が約3億円増加しました。
　この医療費を賄う財源は国県補助金、支払基金からの各種交付金等と国民健康保険税であり、国
民健康保険事業の健全な運営のためには自主財源としての国民健康保険税の確保を図る必要が
あります。
　収納率の向上対策として、滞納世帯の状況把握、収税課による差押や財産調査等、緊急雇用対
策事業を活用した2名の徴収員による訪問徴収などを実施し、実績としては訪問件数2,816件、住居
調査156件、納入世帯331件、納入金額は10,388千円でした。
　また、悪質滞納者への資格者証の発行、マルチペイメントによる口座振替受付の推進などの収納
率向上対策により、現年度収納率は前年度の89.89%を0.5％上回る見込みです。

　※マルチペイメント：収納機関と金融機関を結ぶ共同のネットワーク

数

値

項 目 単位 数値結果 事業費（決算） 35,466

千円

広報掲載・国保新聞発行回数 回 14 県 支 出 金 千円

現年度収納率の向上（前年比） ％ 0.5
財

源

国庫支出金

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月11月12月 1月 2月 3月

● ● ● ● ● ●

結

果

源

内

訳

医療費通知発行 回 6 千円

そ の 他 2,346 千円

一 般 33,120 千円

地 方 債

今

後

の

方

向

　医療費を分析すると、悪性新生物（癌）が件数、医療費ともに大幅に増加しています。今後は健康
づくりに着眼した出前講座の開催など、健康づくり課及び生涯学習課と連携を図りながら早期発
見、早期治療による医療費の抑制に努めます。
　収納率向上対策としては、現年度の未納を過年度滞納へ持ち越さないように収納対策を図ってい
きます。
　近年の経済不況による非自発的離職者の国民健康保険への加入や低所得者層の増加、また、
被保険者の高齢化、医療の高度化、悪性新生物（癌）による医療費の増嵩など、国保事業を取り巻
く環境及び財政状況は悪化の傾向にありますが、引き続き、他保険加入者の職権喪失、滞納者の
実態調査、悪質滞納者への資格者証発行等の収納対策を実施し、滞納額の減少に努めます。

実

施

工

程

備考

広報掲載・国保新聞発行

医療費通知発行

滞納者対策・臨戸訪問

健康教室の開催

－61－



白紙
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子どもたちの個性を尊重する学校づくり

30． 学校教育ビジョン具現化事業 教育委員会

31． 学校施設整備事業（芦川小学校、石和北小学校） 教育委員会

子どもの健やかな成長を支える環境づくり

32． 青少年育成事業 教育委員会

いつでも、どこでも、だれでも学べる環境づくり

33． 市民講座事業 教育委員会

34． 国民文化祭事業 教育委員会

身近にスポーツを楽しめる環境づくり

35． 健康、体力づくり教室事業 教育委員会

個性輝く人々が育ち、活躍するまちづくり

-63-

地域の文化を育み伝える環境づくり

36． 史跡整備事業（甲斐国分寺跡、寺本廃寺） 教育委員会

-63-
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4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月11月12月 1月 2月 3月

● ● ● ●

●

● ● ●

地 方 債

事
　
業
　
概
　
要

　『笛吹市学校教育ビジョン』の具現化をめざし、「確かな学力」の定着を図るとともに、教員の授業
力の向上や保・幼－小－中－高の連携に取り組みます。
　 具体的には、指導主事と校長会、各小中学校代表者とで組織する「学力向上研究委員会」にお
いて、基礎的・基本的な知識・技能の習得、活用力（思考力・判断力・表現力）の育成など、「知・徳・
体」のバランスよい育成をめざした取り組みを検討し、日常の学習指導に生かします。
　さらに平成23年度からは「家庭学習の取り組み」を行い、学習習慣の定着と学習意欲の喚起を目
指します。
　本事業は､教育委員と指導主事等が学校訪問を実施する中で評価・検証します。

平成23年度マニフェスト

部局名 教育委員会

NO．事業名 学校教育ビジョン具現化事業

施策体系
まちづくりの方向 個性が輝く人々が育ち、活躍するまちづくり

施 策 子どもたちの個性を尊重する学校づくり

千円

施
策
向
上

に
向
け
て

　確かな学力の定着を図ること、教員の授業力を向上させること、保・幼-小-中-高連携を図ることな
どにより「子どもたちの個性を尊重する学校づくり」が可能となります。

平成23年度の取り組み

手
段

○学力向上研修会の開催
○標準学力検査ＮＲＴテストの実施及び分析
○市費負担教員配置及び研修会の開催
○教育課程研修会の開催
○保・幼-小-中-高連携会議の開催
○家庭学習の定着を目指し、児童生徒や保護者への呼びかけやリーフレットの配布

数
値
目
標

項目 単位 数値目標 事業費

そ の 他

保・幼-小-中-高連携会議 3 回 延54名参加

千円

3,006 千円

学力向上委員会 4回 延100名参加
財

源

内

訳

国庫支出金 千円

市費負担講師研修会 1回 30名参加 県 支 出 金 千円

千円

一 般 3,006

ス
ケ
ジ

ュ
―

ル

備考

学力向上委員会

市費負担講師研修会

保・幼-小-中-高連携会議
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4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月11月12月 1月 2月 3月

● ● ● ●

●

● ● ●

平 成 23 年 度 の 結 果及 び今 後の 方向

部局名 教育委員会

NO．事業名 学校教育ビジョン具現化事業

千円

施策体系
まちづくりの方向 個性が輝く人々が育ち、活躍するまちづくり

施 策 子どもたちの個性を尊重する学校づくり

平 成 23 年 度 の 取 り 組 み 結 果

検

証

  学校教育ビジョンの基本目標である「生きてはたらく力」を育成すべく、学力向上研究委員会にお
いて「知・徳・体」のバランスの取れた力を身につける具体的な取り組みについて検討し、次年度に
向けた活動を市内全小中学校に確認することができました。市独自に実施している「標準学力検査
ＮＲＴ（国語・算数）」の結果の分析や課題を小学校全校に提示しました。これを受け、各校では改
善に向けた取り組みをまとめ授業の改善などを図りました。学力の向上を目指した市費負担の教職
員の配置を行うと共に、市費負担講師の授業力の向上を図るための研修会や指導主事の授業観
察指導等を実施しました。保・幼－小－中－高連携会議では、昨年度の「あいさつ、聞き方、言葉
遣い」を継続すると共に、保育所参観を実施しました。保育の実情・保－小の連携について参加者
の活発な話し合いが行われ、有意義な取り組みとなりました。家庭との連携を図るきっかけとして、ま
た、学習習慣の定着を目指して、家庭学習を呼びかける「フッキー！家庭学習3つの約束」のリーフ
レットを市内小中学生全員に配付しました。

数

値

結

果

項 目 単位 数値結果 事業費（決算） 2,413

千円

市費負担講師研修会 1回 37名参加 県 支 出 金 千円

学力向上研究委員会 4回 延110名参加
財

源

内

訳

国庫支出金

保・幼-小-中-高連携会議 3回 延48名参加 千円

そ の 他 千円

一 般 2,413 千円

地 方 債

今

後

の

方

向

　平成24年度においては、笛吹市学校教育ビジョンでめざす「きらめき　ひびき合う　ふえふきの子」
を基本目標として、「生きてはたらく力」を身に付けた子どもの育成と家族や人を愛し、自然や郷土を
大切にする子どもの育成を目指して学校の教育活動を行います。また、この教育ビジョンの主旨を
取り入れた学校経営や日々の教育活動が行われるように働きかけていきます。
　具体的には「確かな学力」、「しなやかな心」、「丈夫な体」を併せ持つ「知・徳・体」のトータルバラン
スのとれた力を育成するために、学力向上研究委員会を中心とした実践活動の推進と検証。「あい
さつ　聞き方　言葉遣い」「家庭学習の定着」の更なる取組。市費負担講師の教師力の向上を目指
した研修と授業力の向上を目指した授業指導の実施。校種間のスムーズな連携などを目指した
「保・幼－小－中－高連携会議」の実施など、学校教育ビジョンの更なる具現化活動に取り組みま
す。

実

施

工

程

備考

学力向上研究委員会

市費負担講師研修会

保・幼-小-中-高連携会議
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事
　
業
　
概
　
要

　子どもたちが、安全安心に、また、より良い環境で学べるよう、学校施設の整備を積極的に行い、
教育環境の充実を推進します。
○芦川小学校屋内運動場等改築・改修の実施
　　旧中学校校舎の解体及び特別教室棟の改修
　　屋内運動場の解体及び建設
　　擁護壁及び校庭改修
○石和北小学校外壁吹替え等改修工事の実施
　　外壁の補修及び全面吹替え
　　教室照明設備改修

平成23年度マニフェスト

部局名 教育委員会

NO．事業名 学校施設整備事業（芦川小学校、石和北小学校）

施策体系
まちづくりの方向 個性輝く人々が育ち、活躍するまちづくり

施 策 子どもたちの個性を尊重する学校づくり

施
策
向
上

に
向
け
て

　学校施設・設備の整備、教育環境の充実を進めることにより、子どもたちの学習意欲を向上させ、
夢や目標に向かって、生きる力・学ぶ力を育み、個々の成長に寄与します。

平成23年度の取り組み

手
段

○芦川小学校屋内運動場等改築・改修（入札・契約）
　　全体設計業務委託（旧中解体、特別教室棟改修、屋体解体及び建設、擁壁及び校庭改修他）
　　監理業務委託
　　旧芦川中解体工事、特別教室棟改修工事

-66-

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月11月12月 1月 2月 3月

●

●

●

●

地 方 債 千円

段 ○石和北小学校外壁等改修（入札・契約）
　　設計及び監理業務委託
　　外壁等改修工事
　　校舎内照明設備等改修工事

数
値
目
標

項目 単位 数値目標 事業費

そ の 他

石和北小改修 棟 2

千円

115,388 千円

旧芦川中解体 棟 1
財

源

内

訳

国庫支出金 50,088 千円

特別教室棟改修 棟 1 県 支 出 金 千円

49,800

千円

一 般 15,500

〃

ス
ケ
ジ

ュ
―

ル

備考

芦川小全体設計 ●：入札

芦川小屋内体育館設計 〃

旧芦川中解体・
特別教室改修工事

〃

石和北小外壁改修工事
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平 成 23 年 度 の 結 果及 び今 後の 方向

部局名 教育委員会

NO．事業名 学校施設整備事業（芦川小学校、石和北小学校）

千円

施策体系
まちづくりの方向 個性輝く人々が育ち、活躍するまちづくり

施 策 子どもたちの個性を尊重する学校づくり

平 成 23 年 度 の 取 り 組 み 結 果

検

証

○芦川小学校屋内運動場改築に伴う改修等の実施
　　旧中学校校舎の解体及び小学校教室棟の改修、校庭の地質調査及び擁壁強度調査を実施
　　芦川小擁壁改修工事設計業務を委託
　
○石和北小学校外壁吹替え改修工事の実施
　　外壁の補修及び全面吹替を実施

数

値

結

項 目 単位 数値結果 事業費（決算） 110,449

千円

芦川小教室改修 棟 1 県 支 出 金 千円

旧芦川中解体 棟 1
財

源

内

国庫支出金 57,127

石和北小改修 棟 2 45,035 千円地 方 債

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月11月12月 1月 2月 3月

●

●

●

●

果
内

訳
そ の 他 千円

一 般 8,287 千円

〃

今

後

の

方

向

　芦川小学校屋内運動場等改築・改修事業については、校舎裏山が急傾斜地崩壊地域に指定さ
れているため、山梨県の対策工事の状況をみながら平成24年度に擁護壁等の改修を実施します。
屋内運動場の解体、建設は平成25年度に実施する予定です。
　教育環境のさらなる充実を図るため平成24年度は、市内小中学校普通教室へ空調設備を設置
し、暑さ対策を実施します。また、特殊構造で老朽化が著しい石和中学校北館及び給食棟改築事
業に着手します。

実

施

工

程

備考

芦川小学校改修設計
旧芦川中学校解体設計

●：入札

芦川小学校教室改修工事 〃

旧芦川中解体工事 〃

石和北小外壁改修工事

－67－
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事
　
業
　
概
　
要

　平成22年7月に、内閣府が「子ども・若者ビジョン」を作成し、子ども・若者の成長を応援する基本
的な方針が示されました。
　これを受け、笛吹市としても、このビジョンの柱の一つである「社会全体で支えるための環境整備」
を進めます。
　家庭・学校及び地域の相互関係の再構築、子ども・若者を取巻く有害環境へ対応します。

平成23年度マニフェスト

部局名 教育委員会

NO．事業名 青少年育成事業

施策体系
まちづくりの方向 個性輝く人々が育ち、活躍するまちづくり

施 策 子どもの健やかな成長を支える環境づくり

施
策
向
上

に
向
け
て

　青少年が健やかに育つ環境づくりや有害な環境浄化を目的にし、青少年の健全育成に役立てま
す。

平成23年度の取り組み

手
段

○家庭教育の推進（家庭教育支援事業補助金の活用・モデル地区を選定しての地域全体で家庭
教育の推進）
○子ども、若者を取巻く有害環境等への対応（愛のパトロールの実施、実態調査、白ポスト回収）
○7月、11月の強調月間における市民啓発活動、広報活動、講演会の実施
○青少年体験活動の実施

-68-

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月11月12月 1月 2月 3月

● ● ● ● ● ●

● ●

地 方 債 千円

段
○青少年体験活動 実施

数
値
目
標

項目 単位 数値目標 事業費

そ の 他

青少年体験活動 回 5

千円

18,404 千円

家庭教育支援事業補助金 件 10
財

源

内

訳

国庫支出金 千円

愛のパトロール 回 30 県 支 出 金 千円

千円

一 般 18,404

ス
ケ
ジ

ュ
―

ル

備考

家庭教育支援事業補助金

愛のパトロール

白ポスト回収

強調月間の取組

-68-
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4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月11月12月 1月 2月 3月

2 1 2 2

2 1 5 11 2 3 3 2 1 1 2

● ● ● ● ● ●

● ●

平 成 23 年 度 の 結 果及 び今 後の 方向

部局名 教育委員会

NO．事業名 青少年育成事業

千円

施策体系
まちづくりの方向 個性輝く人々が育ち、活躍するまちづくり

施 策 子どもの健やかな成長を支える環境づくり

平 成 23 年 度 の 取 り 組 み 結 果

検

証

○家庭教育の推進
　　・モデル地区事業として、6地区で13回開催し、災害に対する様々な対策や、親子の交流を行い
　　　ました。
○子ども、若者を取巻く有害環境等への対応
　　・愛のパトロールは33回実施、実態調査は84か所、白ポストは年6回確認し、雑誌50冊、DVD346
　　　枚を回収しました。
○7月、11月の強調月間において、ポケットティッシュの配布、ホームページでの啓発、11月には、
　　『左手一本のシュート』の田中正幸氏の講演会を実施し、251名の参加を得ました。
○青少年体験活動の実施
　　・親子文化財めぐり、はやぶさ上映会、親子ハイキング、自然体験活動、親子工作教室、星を観
      る会を実施しました。

数

値

結

果

項 目 単位 数値結果 事業費（決算） 18,058

千円

愛のパトロール 回 33 県 支 出 金 千円

家庭教育支援事業補助金 件 7
財

源

内

訳

国庫支出金

青少年体験活動 回 6 千円

そ の 他 千円

一 般 18,058 千円

地 方 債

今

後

の

方

向

　平成24年度も同様の事業を実施しながら、家庭教育のモデル事業や笛吹ジュニアリーダースへの
応援に重点を置きます。

実

施

工

程

備考

家庭教育支援事業補助金

愛のパトロール

白ポスト回収

強調月間の取組

－69－
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施策体系
まちづくりの方向

NO．事業名 市民講座事業

平成23年度マニフェスト

部局名 教育委員会

個性輝く人々が育ち、活躍するまちづくり

施 策 いつでも、どこでも、だれでも学べる環境づくり

事
　
業
　
概
　
要

○本事業は、市民が生涯にわたって自主的に学習するためのきっかけづくりとして、子供から高齢
者までを対象とする講座を年間200以上開催し、学習の機会と場を提供しています。
 ⅰ 子供教室・・・子供対象、各町及び市全域で開催、年間80講座/1,586人受講(H21)
 ⅱ 市民講座・・・全市民対象、市全域で開催、年間106講座/2,677人受講(H21)
 ⅲ 高齢者学級・・・高齢者対象、各町地域で開催、年間42講座/725人受講(H21)
○講座は、生涯学習課の他、保健福祉部、ふえふき文化ｽﾎﾟｰﾂ振興財団、文化協会、県立博物
館、山梨学院大学等さまざまな機関が主催し、そのメニューは、文芸、語学、芸術、音楽、歴史、手
芸、料理、習い事、青少年育成、ダンス、健康増進等、幅広い分野に及んでいます。
⇒他市と比べて講座数、メニュー等が充実しており、笛吹市の特徴の一つとなっています。

施
策
向
上

に
向
け
て

　本事業により、「市民講座受講者数を増やす。」と共に「受講者が学習を継続するよう仕掛ける。」
⇒施策の意図「市民が、いつでも、どこでも、関心のあるテーマを見つけ、目的を持って自主的に学
習する」社会の実現を目指します。(「何らかの学習を続けている市民の割合」を23.5％に向上す
る。)

平成23年度の取り組み

手
段

○事務事業の手順(やり方)
　　①講座の企画(テーマ・講師・会場・日程の決定)、②受講者募集(広報、ﾁﾗｼ)、
　　③受講者の決定(抽選)、④講座の開催、⑤評価(受講者ｱﾝｹｰﾄ、社会教育委員の事業評価)
○事業費内訳
　　生涯学習コーディネーター(6人)賃金/講師謝礼(1回4千円)/消耗品/他

-70-

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月11月12月 1月 2月 3月

1学期 2学期 3学期

1学期 夏休み 2学期 冬休み 3学期

単位 数値目標

数
値
目
標

項目

5,000
財

源

内

訳

国庫支出金

段
生涯学習 ディネ タ ( 人)賃金/講師謝礼( 回 千円)/消耗品/他

○H23年度の事務事業方針
　　経営会議で示されたH23年度施策方針「コストを削減/成果維持」に沿った講座運営
 　　・新たな受講生の獲得・・・夜間講座を増やし、20～40歳代や男性の受講生を取り込む。
 　　・学習を継続する仕掛け・・・新たな自主学習ｸﾞﾙｰﾌﾟ結成の促進。既設ｸﾞﾙｰﾌﾟのﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟ。

17,342 千円事業費

地 方 債

市民講座から誕生した自主グ
ループ数

市民講座年間受講者数 千円

千円

千円

団体 13 県 支 出 金

人

千円

千円

子供教室

一 般 17,342

そ の 他

ス
ケ
ジ

ュ
―

ル

備考

市民講座

高齢者学級
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平 成 23 年 度 の 結 果及 び今 後の 方向

部局名 教育委員会

NO．事業名 市民講座事業

千円

施策体系
まちづくりの方向 個性輝く人々が育ち、活躍するまちづくり

施 策 いつでも、どこでも、だれでも学べる環境づくり

平 成 23 年 度 の 取 り 組 み 結 果

検

証

○子どもから市民、高齢者対象に講座を開催したが、受講者数が3,363名と目標を下回りました。
　　・目標数に達成できなかった要因としては単発的な講座を減らしたこと、子どもの事業を減らした
　　　こと、長期で行なうスコレー講座に力を入れたことなどが考えられます。

○年間を通して行なったスコレー大学は、延べ489名の参加でした。
　　・受講者からの感想として、「年間を通して知識を深め学ぶことができる。」ことが大半を占め、人
　　　気の高いものとなりました。

数

値

結

項 目 単位 数値結果 事業費（決算） 16,185

千円

市民講座から誕生した自主グ
ループ数

団体 13 県 支 出 金 千円

市民講座年間受講者数 人 3,363
財

源

内

国庫支出金

千円地 方 債

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月11月12月 1月 2月 3月

1学期 2学期 3学期

1学期 夏休み 2学期 冬休み 3学期

果
内

訳
そ の 他 千円

一 般 16,185 千円

今

後

の

方

向

○市民講座の受講者が高齢者と女性に偏り、固定化しているため、若年層及び男性の受講者を確
   保するとともに新たな受講者を増やしていきます。

○学校や生涯学習課、図書館、学びの広場ふえふき及び児童館で同じような子ども講座を開いて
   いることから、内容を検討する中で見直しをしていきます。

○講座数や受講人数を増やすだけでなく、目的を持って自主的に学べるよう内容についても検討し
   ていきます。

実

施

工

程

備考

市民講座

高齢者学級

子供教室

－71－
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施策体系

手

○事業ごと(俳句、現代詩)の企画・運営
先進地(京都)視察、大会日程の決定、会場・宿泊所等の手配、観客の輸送計画作成、交通規制等
の手続き、アトラクションの企画、各種ボランティア団体への協力要請、ボランティアの育成、作品募
集要項の作成 運営マニ アルの作成 『NHK学園短歌 俳句大会の開催』等

　第28回国民文化祭の会場地が山梨県に決定し、平成25年に県内各地で39の継続事業(毎年継
続して実施される文化イベント)が開催されます。
　笛吹市は、文芸祭『俳句』・『現代詩』を主催することとなり、平成23年度から25年度にかけて実行
委員会を中心に２事業を企画運営します。
○平成23年度は、国民文化祭実行委員会を設立し事業計画や予算等を決議します。
　併せて、事業別企画委員会を設立し、俳句及び現代詩の事業別実施計画(開催要綱・募集要項)
を作成します。
○平成24年度は、各種団体との交渉、文化庁への申請、作品募集、大会PR、気運の醸成等を行い
ます。
○平成25年度は、俳句大会及び現代詩大会を開催します。

平成23年度の取り組み

施
策
向
上
に

向
け
て

　国民文化祭を通して、市民が俳句や現代詩にチャレンジしたり、他自治体で開催する文化イベン
トに参加する機会をつくります。
⇒施策の意図「市民が、いつでも、どこでも、関心のあるテーマを見つけ、目的を持って自主的に学
習する」社会の実現を目指します。(「何らかの学習を続けている市民の割合」を23.5％に向上す
る。)

事
　
業
　
概
　
要

まちづくりの方向 個性輝く人々が育ち、活躍するまちづくり

施 策 いつでも、どこでも、だれでも学べる環境づくり

平成23年度マニフェスト

部局名 教育委員会

NO．事業名 国民文化祭事業

-72-

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月11月12月 1月 2月 3月

●

千円

そ の 他 千円

一 般 4,550

ス
ケ
ジ

ュ
―

ル

備考

組織の設立

開催日程の決定、会場等の手
配

先進地の視察、開催要項作成

NHK学園短歌・俳句大会の開
催

千円

事業費

国庫支出金

手
段

集要項の作成、運営マニュアルの作成、『NHK学園短歌・俳句大会の開催』等

○事業費
　《歳入》県補助金(事業費の80％以内)
　《歳出》賃金、視察旅費、会議費、講師謝礼、NHK学園短歌・俳句大会負担金、消耗品

1,500 千円200
財

源

内

訳

千円

千円

数
値
目
標

NHK短歌・俳句大会での事前
投句(俳句)数

地 方 債

6,050

県 支 出 金

単位 数値目標

NHK短歌・俳句大会での市民か
らの投句(俳句)数

句

句

5,000

-72-
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平 成 23 年 度 の 結 果及 び今 後の 方向

部局名 教育委員会

NO．事業名 国民文化祭事業

千円

施策体系
まちづくりの方向 個性輝く人々が育ち、活躍するまちづくり

施 策 いつでも、どこでも、だれでも学べる環境づくり

平 成 23 年 度 の 取 り 組 み 結 果

検

証

○平成23年度は、国民文化祭実行委員会を設立し、併せて、俳句企画委員会及び現代詩企画委
　 員会を設立して、以下の5事業を実施しました。
　　「文芸祭俳句大会」…先催地(京都府与謝野町)視察、実施計画(開催要綱、募集要項)作成
　　「現代詩の祭典」…先催地(京都府)視察、実施計画(開催要綱、募集要項)作成
　　「甲斐国千年の都の文化財巡り」…実施計画(開催要綱)作成
　　「いさわ鵜飼」…実施計画(開催要綱)作成
　　「いにしえの華-やまなしの縄文展」…実施計画(開催要綱)作成

○9月1・2日、スコレーセンターにて、プレ・イベントとしてNHK学園・笛吹市短歌俳句大会を開催し、
　当日投句数、事前投句数ともに目標を達成できました。

数

値

結

項 目 単位 数値結果 事業費（決算） 1,996

千円

NHK短歌・俳句大会での事前
投句(俳句)数

句 5,712 県 支 出 金 千円

NHK短歌・俳句大会での市民か
らの投句(俳句)数

句 315
財

源

内

国庫支出金

千円地 方 債

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月11月12月 1月 2月 3月

●

果
内

訳

短歌(当日230首、事前2,368首) そ の 他 千円

一 般 1,996 千円

今

後

の

方

向

○平成24年度は、各種団体との交渉、文化庁への申請、作品の募集、大会PR、気運の醸成、スコ
   レー大学「誰でも作れるおとなの詩の教室」、山梨の詩祭、小学生・中学生俳句会、NHK学園
　 笛吹市俳句大会、小中学校俳句教室等を行います。また、国民文化祭を通して、市民が俳句や
　 現代詩にチャレンジしたり、他自治体で開催する文化イベントに参加する機会をつくります。

○平成25年度は、作品の審査及び表彰、大会を開催します。

実

施

工

程

備考

組織の設立

開催日程の決定、会場等の手
配

先進地の視察、開催要項作成

NHK学園短歌・俳句大会の開
催

－73－
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事
　
業
　
概
　
要

　近年、高齢化の急激な進展や生活が便利になること等による、体を動かす機会の減少が予想され
ており、これからの21世紀の社会において、生涯にわたりスポーツに親しむことができる豊かな「ス
ポーツライフ」を送ることが望まれています。
　そこで、社会体育指導員を中心に市民を対象に広く呼びかけ、特に高齢者や婦人層を対象とした
健康、体力づくり等を中心とした教室を開催し健康志向を高め、病気予防及び医療費の削減につ
なげます。

平成23年度マニフェスト

部局名 教育委員会

NO．事業名 健康、体力づくり教室事業

施策体系
まちづくりの方向 個性輝く人々が育ち、活躍するまちづくり

施 策 身近にスポーツを楽しめる環境づくり

施
策
向
上

に
向
け
て

 　日頃スポーツに関ることが少ない市民が、スポーツに接する機会が増えるように保健福祉部健康
づくり課や社会福祉協議会等関係機関との連携を図る中で、健康、体力づくり等の教室を開催し、
身近にスポーツが楽しめる環境づくりを行います。

平成23年度の取り組み

手
段

  軽スポーツ、健康づくり教室を年間を通じて開催することにより、体力の向上はもとより、地域や世
代を超えた交流の機会づくりを進めます。
  また、教室開催については市民全体を対象とするため、各地域に出向き、公民館等を活用する中
で、輪ゴムやタオル、踏み台等身近なものを使い、手軽に誰にもできる運動教室を実施していきま
す。

-74-

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月11月12月 1月 2月 3月

随時 受付

地 方 債 千円

段
す。

数
値
目
標

項目 単位 数値目標 事業費

そ の 他

千円

2,274 千円

軽スポーツ教室数 教室/人 10/500
財

源

内

訳

国庫支出金 千円

体力・健康づくり教室数 教室/人 100/3,000 県 支 出 金 千円

千円

一 般 2,274

ス
ケ
ジ

ュ
―

ル

備考

軽スポーツ教室開催

体力・健康づくり教室開催

関係団体との打合せ及び調
整

スコレー大学内打合せ調整

-74-
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平 成 23 年 度 の 結 果及 び今 後の 方向

部局名 教育委員会

NO．事業名 健康、体力づくり教室事業

千円

施策体系
まちづくりの方向 個性輝く人々が育ち、活躍するまちづくり

施 策 身近にスポーツを楽しめる環境づくり

平 成 23 年 度 の 取 り 組 み 結 果

検

証

○60歳以上の高齢者、婦人層、乳幼児、小学生の親子、各地区グループなどを対象として体力づ
　 くり・健康を中心とした教室を年間を通して市内全域で開催しました。

○教室では、いす・タオル・ボール等身近なものを使った手軽に誰にでもできる運動を行い、参加す
　 る市民の世代を超えた交流や運動を楽しむことのできる環境づくりを進めながら実施しました。

○教室開催にあたっては、保健福祉部、社会福祉協議会、生涯学習担当、及び自主活動グループ
　 などの要請に応え、年間を通して講師を派遣した結果、幅広い層の市民に運動の機会を提供す
　 ることができ、参加者の運動のきっかけづくり及び体力向上に成果があったと考えられます。

数

値

結

項 目 単位 数値結果 事業費（決算） 2,214

千円

体力・健康づくり教室数 教室/人 102/3,485 県 支 出 金 千円

軽スポーツ教室数 教室/人 44/901
財

源

内

国庫支出金

千円地 方 債

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月11月12月 1月 2月 3月

随時 受付

果
内

訳
そ の 他 千円

一 般 2,214 千円

今

後

の

方

向

○軽スポーツ教室、体力・健康づくり教室は今後も年間を通して開催し、参加する市民の体力向上
   はもとより、地域での人間関係及び世代を超えた交流の機会とし、スポーツを楽しめる環境づくり
   を進めます。

○平成24年度も市内全域での教室等の開催を目指し、関係機関などと連携を図りながら体力づく
   り・健康づくりの機会を充実させます。

実

施

工

程

備考

軽スポーツ教室開催

体力・健康づくり教室開催

関係団体との打合せ及び調
整

スコレー大学内打合せ調整

－75－
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事
　
業
　
概
　
要

　甲斐国分寺跡・甲斐国分尼寺跡・寺本廃寺跡の発掘調査を行います。
　平成19年度よりおこなっている甲斐国分寺跡の整備事業では、これまで塔・金堂・講堂跡等の発
掘調査を行っており、平成23年度にはこれまでの調査成果をまとめた報告書を発行します。
　甲斐国分寺跡では平成23年度に、回廊跡等で発掘調査をおこなう計画です。
  寺本廃寺跡ではこれまで塔・金堂・講堂等で発掘調査を行ってきました。　平成23年度には講堂・
南門の規模等を再確認するための発掘調査を行い、報告書を発行します。

平成23年度マニフェスト

部局名 教育委員会

NO．事業名 史跡整備事業（甲斐国分寺跡、寺本廃寺）

施策体系
まちづくりの方向 個性輝く人々が育ち、活躍するまちづくり

施 策 地域の文化を育み伝える環境づくり

施
策
向
上

に
向
け
て

　甲斐国分寺跡・甲斐国分尼寺跡・寺本廃寺跡の発掘調査を行い、報告書等により調査成果を広く
市民の皆様に公表する事により『地域の文化を伝える環境づくり』を目指します。

平成23年度の取り組み

手
段

　甲斐国分寺ではこれまでの調査成果をまとめた報告書を発行し、整備の具体的計画策定の基礎
資料とします。
　甲斐国分尼寺金堂跡の発掘調査では回廊跡等で発掘調査を行い、回廊跡等の規模の確認をし
ます。これにより、今後の調査計画を作成するための基礎資料を得ます。
　寺本廃寺跡では講堂・南門跡で発掘調査を行い、基壇等を再確認します。また、これまでの調査

-76-

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月11月12月 1月 2月 3月

地 方 債 千円

段
寺本廃寺跡 は講堂 南門跡 発掘調査を行 、基壇等を再確認 ます。また、 れま 調査

成果を元に報告書を発行し、国指定申請の基礎資料とします。

数
値
目
標

項目 単位 数値目標 事業費

そ の 他

千円

4,999 千円

甲斐国分寺跡発掘調査説明会 回/人数 1/100
財

源

内

訳

国庫支出金 2,499 千円

寺本廃寺跡発掘調査説明会 回/人数 1/100 県 支 出 金 849 千円

千円

一 般 1,651

ス
ケ
ジ

ュ
―

ル

備考

甲斐国分寺報告書作成

甲斐国分尼寺発掘調査

寺本廃寺跡調査

-76-
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平 成 23 年 度 の 結 果及 び今 後の 方向

部局名 教育委員会

NO．事業名 史跡整備事業（甲斐国分寺跡、寺本廃寺）

千円

施策体系
まちづくりの方向 個性輝く人々が育ち、活躍するまちづくり

施 策 地域の文化を育み伝える環境づくり

平 成 23 年 度 の 取 り 組 み 結 果

検

証

　甲斐国分寺跡については、講堂前、回廊北西部コーナー付近、中門想定地の発掘調査を実施
し、金堂周辺の発掘調査概要報告書を刊行、また、発掘調査成果の公開を目的とした冊子1,000
部、スポットガイド10,000部を作成しました。講堂前の発掘調査では石敷きや階段等が良好な状態
で検出され、それらの記録保存とデータの活用を目的として三次元測量を実施しました。回廊跡に
ついては、回廊の幅を確認することができ、中門跡については基壇の一部を確認することができま
した。講堂跡に広がる墓地区画についても撤去を行い、砂を用いて講堂エリアと確認された回廊の
範囲を現地表示しました。これらの成果により、甲斐国分寺跡の公開に向けての準備が進みまし
た。
　 寺本廃寺については、過去の発掘調査データを再検証し、平成19年度から進めている試掘確認
調査の結果と併せて試掘調査報告書を作成、今後の調査、国指定に向けての基礎資料とすること
ができました。調査説明会については、土地取得の必要に伴う計画の見直しにより延期いたしまし
た。

数

値

結

項 目 単位 数値結果 事業費（決算） 9,511

千円

寺本廃寺跡発掘調査説明会 回/人数 0/0 県 支 出 金 849 千円

甲斐国分寺跡発掘調査説明会 回/人数 1/230
財

源

国庫支出金 2,499

千円地 方 債

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月11月12月 1月 2月 3月

結

果
内

訳

千円

そ の 他 千円

一 般 6,163 千円

地 方 債

今

後

の

方

向

　甲斐国分寺については、空中より撮影した画像をもとに、全体図を作成し、講堂前で作成した三
次元測量図と併せてコンピュータ上での復元を行います。また、それらのデータをもとに、保存整備
の具体的手法や公開方法の検討に入ります。
　寺本廃寺については、昭和50年代以降の発掘調査の検証により得られた成果（講堂の位置、寺
中軸線や造営時の基準方位など）の更なる追加検証を行い、国指定史跡化を目指します。

実

施

工

程

備考

甲斐国分寺報告書作成

甲斐国分尼寺発掘調査

寺本廃寺跡調査（検証作業）

－77－



白紙
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多機能アリーナ建設事業（経営政策部）

市民の主体的な活動を支えるしくみづくり

37． まちづくり推進事業（市民活動への支援） 市民環境部

市民と行政のパートナーシップづくり

38． 市民活動支援事業（職員の意識改革） 市民環境部

親しみやすく機能的な市役所づくり

39． 電子市役所構築事業（信頼できる電子市役所の構築） 経営政策部

40． 住基カード普及促進事業（住基カードの普及啓発と独自利用の拡大） 市民環境部

41． 総合窓口化検討事業（ワンストップサービスの具現化を目指し） 総務部

健全で安定した行財政基盤づくり

42． 市税等徴収事業（税の公平性確保と納税者の利便性向上） 総務部

将来像実現に向けた取り組み

-79--79-
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事
　
業
　
概
　
要

　第一次笛吹市総合計画に掲げる将来像実現に向けて、市民と行政のパートナーシップによる「新
しい公共」の構築を目指し、市民の社会貢献活動を支援していく市民活動支援に取り組んでいま
す。
　平成19年度から地域振興基金運用益を活用した「市民ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ･ＮＰＯ助成事業｣｢地域振興促進
助成事業｣を実施しながら、地区を選定した地域づくりワークショップの開催や市民協働講座などの
取り組みを進めています。
　また、市民活動活性化のための活動スペースである市民活動支援センターなどの設置やよっちゃ
ばるネット笛吹、よっちゃばる通信の活用による情報発信、情報の共有化を進め、市民やボランティ
ア、ＮＰＯの市民活動団体の活動をサポートしながら「協働」への理解と実践を図っています。

平成23年度マニフェスト

部局名 市民環境部

NO．事業名 まちづくり推進事業（市民活動への支援）

施策体系
まちづくりの方向 将来像実現に向けた取り組み

施 策 市民の主体的な活動を支えるしくみづくり

施
策
向
上

に
向
け
て

　市民と行政の役割分担を明確にすることにより、「新しい公共」への理解が深まり、市民自身が主
体となった協働のまちづくりの推進が図られます。

平成23年度の取り組み

手
段

○市民協働・市民活動支援講座（相談会）、市民協働視察、フォーラムの開催
○市民活動促進のためのワークショップの開催、地域づくり協議会などの組織づくりへの支援
○市民活動支援センターの利用促進や活動支援施策の検討
○市民ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ･ＮＰＯ助成事業、地域振興促進助成事業の実施
○市民活動・地域づくり支援ﾎﾟｰﾀﾙｻｲﾄの運用

-80-

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月11月12月 1月 2月 3月

● ●

● ●

地 方 債 千円

段
○市民活動 地域 くり支援 ﾀ ｻｲﾄ 運用
○市民協働ガイドブック（指針）作成の検討

数
値
目
標

項目 単位 数値目標 事業費

そ の 他

ポータルサイト登録NPO法人・
市民ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ団体等の数

団体 50

千円

14,996 千円

市民協働ワークショップ・市民協
働フォーラム

回 9
財

源

内

訳

国庫支出金 千円

市民協働視察 回 2 県 支 出 金 千円

14,996 千円

一 般

ス
ケ
ジ

ュ
―

ル

備考

市民協働ﾌｫｰﾗﾑ企画等
市民対象ワークショップ企画
市民協働・市民活動支援相談
会等
市民協働ガイドブック（指針）
作成検討
市民ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱNPO助成事業・
地域振興促進助成事業

市民事業報告会 市民協働ﾌｫｰﾗﾑ
ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ企画

H23年度受付 H24年度受付

-80-
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平 成 23 年 度 の 結 果及 び今 後の 方向

部局名 市民環境部

NO．事業名 まちづくり推進事業（市民活動への支援）

千円

施策体系
まちづくりの方向 将来像実現に向けた取り組み

施 策 市民の主体的な活動を支えるしくみづくり

平 成 23 年 度 の 取 り 組 み 結 果

検

証

①市民活動支援相談会4回、境川地区ワークショップ5回、助成事業実績報告会、市民協働フォー
ラム、市民公開研修会など12回開催しました。②市民協働視察は実施しませんでしたが、視察に代
えて市民ワークショップメンバーによる自主的な活動（まち歩き等を数回実施）を行いました。③ポー
タルサイトの登録団体数は昨年度の48団体から4団体増加し52団体の登録を得ました。④市民協働
ガイドブック（指針）の具体的な検討までには至りませんでしたが、市内活動団体29団体が参加した
市民協働フォーラム実行委員会を9回開催し、市民活動団体の連携により団体が主体となった新た
なまちづくりへの取り組みを進めました。⑤「市民ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ･ＮＰＯ助成事業」2団体、「地域振興促進
助成事業」22団体に助成を行いました。⑥御坂農村環境改善センター内に、市民の公益的な活動
を支援する、無料で利用できる打ち合わせスペース「市民活動サロンよっちゃばる広場」を開設しま
した。⑦東日本大震災の被災者支援として市民ボランティア、社会福祉協議会と協働して「救援物
資支援センター」を4月～9月まで開設し、新たな協働への取り組みを進めました。

数

値

結

項 目 単位 数値結果 事業費（決算） 10,391

千円

市民協働視察 回 0 県 支 出 金 千円

市民協働ワークショップ・市民協
働フォーラム

回 12
財

源

内

国庫支出金

ポータルサイト登録NPO法人・
市民ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ団体等の数

団体 52 千円地 方 債

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月11月12月 1月 2月 3月

●
●

● ●

果
内

訳

市民ﾎ ﾗﾝﾃｨｱ団体等の数

そ の 他 10,391 千円

一 般 千円

今

後

の

方

向

　第一次笛吹市総合計画に掲げる将来像実現に向けて、市民と行政のパートナーシップによる「新
しい公共」の構築を目指し、引き続き市民の社会貢献活動を支援していく市民活動支援に取り組み
ます。
　具体的な施策として、地域振興基金運用益を活用した「市民ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ･ＮＰＯ助成事業｣｢地域振
興促進助成事業｣を実施しながら、地区を選定した地域づくりワークショップの開催や市民協働講座
などの取り組みを進めます。また、市民活動活性化のためのツールである、よっちゃばるネット笛
吹、よっちゃばる通信、よっちゃばる広場の活用による情報発信、情報の共有化を進めると共に、活
動団体同士のつながりを深める市民協働フォーラムの開催支援を行い、市民やボランティア、ＮＰＯ
の市民活動団体の活動をサポートしながら「協働」への理解と実践を図ります。各事業を展開しなが
ら協働への意識を醸成し、市民と行政の役割分担を明確にすることにより、「新しい公共」への理解
を深め、市民自身が主体となった協働のまちづくりの推進を図っていきます。

実

施

工

程

備考

市民協働ﾌｫｰﾗﾑ企画等
市民対象ワークショップ企画

市民協働・市民活動支援相談
会等

12月2回
１月2回

市民協働ガイドブック（指針）
作成検討

市民ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱNPO助成事業・
地域振興促進助成事業

市民事業報告会

ﾌｫｰﾗﾑ

ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ

H23年度受付 H24年度受付

ﾌｫｰﾗﾑ

実行委員会

－81－
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事
　
業
　
概
　
要

　市民協働への取り組みを推進するに当たり、職員自身が協働のパートナーとしての専門職（公務
員）であるという意識と、住民からの相談の受け皿であることの認識、取り組みへの姿勢を学ぶため、
全職員を対象とした研修会を実施します。
　「職員のための市民との協働ハンドブック」を活用し、それぞれの部署に即した協働の形を考え実
践するといった職員の意識改革を図ります。

平成23年度マニフェスト

部局名 市民環境部

NO．事業名 市民活動支援事業（職員の意識改革）

施策体系
まちづくりの方向 将来像実現に向けた取り組み

施 策 市民と行政のパートナーシップづくり

施
策
向
上

に
向
け
て

　協働のまちづくりにおける市民のパートナーである職員の意識改革を進めることにより、第一次笛
吹市総合計画に掲げる将来像実現に向けた各施策の積極的な展開が図られます。

平成23年度の取り組み

手
段

○市民協働推進のための職員研修会の実施
○職員のための市民との協働ハンドブックの有効活用
○職員による協働推進会議や協働推進リーダー（各課）の設置による、事務事業に即した協働の研
究及び実践に向けた検討（市民への行政情報の提供、共有化の推進。新しい公共における市民と
行政の役割り）

-82-

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月11月12月 1月 2月 3月

●

地 方 債 千円

段
行政 役割り）

数
値
目
標

項目 単位 数値目標 事業費

そ の 他

千円

446 千円

職員研修会の実施 回 1
財

源

内

訳

国庫支出金 千円

職員協働検討会議の開催 回 6 県 支 出 金 千円

千円

一 般 446

ス
ケ
ジ

ュ
―

ル

備考

職員研修会の実施

職員協働検討会議の開催

職員協働ハンドブックの活用
指導

-82-
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平 成 23 年 度 の 結 果及 び今 後の 方向

部局名 市民環境部

NO．事業名 市民活動支援事業（職員の意識改革）

千円

施策体系
まちづくりの方向 将来像実現に向けた取り組み

施 策 市民と行政のパートナーシップづくり

平 成 23 年 度 の 取 り 組 み 結 果

検

証

①職員自身が協働のパートナーとしての専門職（公務員）であるという意識と、住民からの相談の受
け皿であることの認識、取り組みへの姿勢を学ぶため、全職員を対象とした研修会を市民公開研修
会として１回開催しました。。今回は、山梨大学の栗田真司教授を講師に、生涯学習の視点から市
民目線で行われた具体的な事業紹介などを基本に講演をいただき、参加者からは「実例をあげて
の講演で大変理解しやすく参考になった。」と好評を得ました。

②「職員のための市民との協働ハンドブック」を活用し、それぞれの部署に即した協働の形を考え実
践するといった職員の意識改革を図るため、朝礼での読みあわせや定期的な全職員への周知を行
いましたが、職員協働検討会議の開催には至りませんでした。

数

値

結

項 目 単位 数値結果 事業費（決算） 296

千円

職員協働検討会議の開催 回 0 県 支 出 金 千円

職員研修会の実施 回 1
財

源

内

国庫支出金

千円地 方 債

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月11月12月 1月 2月 3月

●

果
内

訳
そ の 他 千円

一 般 296 千円

今

後

の

方

向

　第一次笛吹市総合計画に掲げる、市民、地域、行政が互いの信頼関係に基づいたパートナー
シップによる協働のまちづくりを進めるためには、職員自身が協働のパートナーとしての専門職（公
務員）であるという意識と、住民からの相談の受け皿であることの認識を持ちながら各施策へ取り組
むことが必要不可欠であります。引き続き、協働への取り組みへの姿勢を学ぶために全職員を対象
とした研修会を実施します。
　また、職員による協働推進会議や協働推進リーダー（各課）の設置による、事務事業に即した協働
の研究及び実践に向けた検討（市民への行政情報の提供、共有化の推進。新しい公共における市
民と行政の役割り）を進めます。

実

施

工

程

備考

職員研修会の実施

職員協働検討会議の開催

職員協働ハンドブックの活用
指導
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手
段

○共同利用財務会計システムの庁内操作研修の立案、計画に基づき研修を実施します。
　研修後、平成24年度当初予算編成作業から導入します。
○システム共同化の文書管理システムについて、平成24年度稼働に向けて、調達・構築の検討協
議を進めます。
○新たなシステムの共同化についてワーキンググループで取り組みます。

施 策 親しみやすく機能的な市役所づくり

　高度情報化社会へ対応できる電子市役所の構築に向け、住民票の交付や施設予約等の申請が
インターネット上でできる電子申請受付システムを県及び県内全市町村と共同で導入しています。
　また、住基カードを使用した証明書自動交付機（広域交付）を甲州市と共同で導入し、本庁や支
所、市内図書館など7か所に設置し、住民票や印鑑証明が取得できるサービスに取組んでおり、平
成23年3月1日からは、全国のコンビニエンスストア（コンビニ交付：現状ではセブンイレブンのみ）で
もサービスが受けられます。
　平成23年度は、県内市町村と共同利用財務会計システムの導入をはじめ、文書管理等の共同化
へ取り組み、市民サービスの向上を図りつつコスト削減に向け事業を推進します。

平成23年度の取り組み

施
策
向
上

に
向
け
て

　情報通信技術（ＩＣＴ）を駆使した親しみやすい機能的な市役所実現に向け、個人情報保護を徹
底する中で、行政サービスの向上と効率化を図り、高度情報化社会において市民がＩＣＴの利便性
を享受し快適な生活が営めるよう、電子市役所の構築を推進します。

事
　
業
　
概
　
要

施策体系
まちづくりの方向 将来像実現に向けた取り組み

平成23年度マニフェスト

部局名 経営政策部

NO．事業名 電子市役所構築事業（信頼できる電子市役所の構築）

-84-

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月11月12月 1月 2月 3月

ス
ケ
ジ

ュ
―

ル

備考

共同利用財務会計システム運用

システム共同化文書管理シス
テム構築
システム共同化ワーキンググ
ループ

コンビニ交付・広域交付支援

29,233

千円

県 支 出 金 千円

事業費

国庫支出金

千円

そ の 他 千円

一 般 29,233

枚

件

22,000

地 方 債

段
○新たな テ 共同化に キ ググ 取り組みます。
○コンビニ交付、広域交付の円滑な運用を支援し、市民サービスの向上を推進します。

千円120
財

源

内

訳

千円

証明書自動交付
数
値
目
標

項目 単位 数値目標

コンビニ交付 枚 4,000

電子申請受付

-84-
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平 成 23 年 度 の 結 果 及 び 今 後 の 方 向

部局名 経営政策部

NO．事業名 電子市役所構築事業（信頼できる電子市役所の構築）

千円

施策体系
まちづくりの方向 将来像実現に向けた取り組み

施 策 親しみやすく機能的な市役所づくり

平 成 23 年 度 の 取 り 組 み 結 果

検

証

①共同利用財務会計システム運用
　平成23年8月に県内市町村による、共同利用財務会計システムを導入し、平成24年度の予算編
成、予算執行から正式運用を始めています。旧財務システム導入時より経費の削減が出来ました。
②システム共同化ワーキンググループ
　文書管理システムについて、平成24年度の稼働に向けて検討してきましたが、参加希望自治体が
少ないことから先送りとなりました。新たなシステムの共同化について、月に1回程度ワーキンググ
ループを開催し、取り組んでおり、引き続きコストの低減を目指し、検討を進めていきます。
③電子申請受付共同システムの運用
　現在46項目の電子申請・届出が可能となっていますが、証明書類の交付申請は、受領が市役所と
なるため利用が少なく、利用の大部分は、職員採用試験申込み、介護保険関係届出業務が占めて
います。
④コンビニ交付・広域交付支援
　住民票の写し等の自動交付については、住基カードの発行の伸びとともに、交付枚数が伸びまし
た。コンビニ交付サービスについても土日、夜間、全国どこからでも証明書の取得が可能となり、住民
の利便性は格段に向上しました。

数

項 目 単位 数値結果 事業費（決算） 25,915

千円電子申請受付 件 86 国庫支出金

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月11月12月 1月 2月 3月

値

結

果

証明書自動交付 枚 24,668 県 支 出 金 千円財

源

内

訳

コンビニ交付 枚 2,500 千円

そ の 他 千円

一 般 25,915 千円

地 方 債

今

後

の

方

向

 親しみやすい機能的な市役所づくりに向け、更なる行政サービスの向上と効率化を図り、高度情報
化社会において市民がICTの利便性を享受し快適な生活が営めるよう、電子市役所の構築を推進し
ていきます。

・県と県内市町村による電子申請受付共同システムについては平成24年度にシステムを更新し、25
年度の運用開始に向け、利便性の拡大を図ります。
・住民基本台帳法の改正に伴い、コンビニ交付・広域交付システムについても改修し、外国人住民へ
の住民票の写しの自動交付等に対応します。
・今後も更なるシステム共同化の実現に向け、検討及び研究を重ねていきます。

実
施
工
程

備考

共同利用財務会計システム運用

システム共同化文書管理シス
テム構築
システム共同化ワーキンググ
ループ

コンビニ交付・広域交付支援

－85－
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事
業
概
要

　便利な市民生活を実現するため、証明書自動交付機を平成19年に設置し、年末年始を除き、い
ずれかの交付機から住基カードを利用して住民票の写しや印鑑登録証明書が取得できる業務サー
ビスを実施してきました。
　平成23年3月からは、住基カードを利用してのコンビニでの交付を開始し、今後さらに住基カード
を利用してのサービス内容の充実の検討を行います。

平成23年度マニフェスト

部局名 市民環境部

NO．事業名 住基カード普及促進事業（住基カードの普及啓発と独自利用の拡大）

施策体系
まちづくりの方向 将来像実現に向けた取り組み

施 策 親しみやすく機能的な市役所づくり

施
策
向
上

に
向
け
て

　住基カードに付加価値を付け加えるとともに、住基カードの利便性を広くお知らせし、多くの方に
住基カートをご利用いただくことにより、より便利で機能的な市役所づくりを目指します。

平成23年度の取り組み

手

○　「住民基本台帳カードについて市民への周知活動」
　　　住民基本台帳カードに対する市民の認知度を高める活動を行ないます。
　・広報への掲載、ホームページ上での動画の放映
　・窓口において来庁者へ日々の啓発（来庁者への口頭勧誘、チラシの配付）
  ・啓発推進強化月間（10月・3月）での啓発（イベント、市民が多く集まる場所での啓発活動）
  ・公用車（共有車）への掲示
○　「住民基本台帳カードの取得環境の整備」
　　　市民が住基カードを取得しやすい環境をつくります。
　・写真付本人確認資料と、もう一点健康保険証等を提示をされた取得希望者へ即日交付を行う。

・運転免許証識別装置導入により本人確認を容易にし 申請者の負担軽減を行う

-86-

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月11月12月 1月 2月 3月

地 方 債 千円

手
段

　・運転免許証識別装置導入により本人確認を容易にし、申請者の負担軽減を行う。
　・毎月第１・第３日曜日の日曜窓口において写真付き本人確認資料と、もう一点健康保険証等を
提示された取得希望者へ即日交付を行う。また、他の日曜窓口においてもカードの交付申請受付
を行う。
　・啓発推進強化月間中は全ての日曜窓口において即日交付を実施する。
　・写真付住基カードの普及促進のため証明写真の無料撮影サービスを実施する。
　・支所での交付について検討する。
○　「利用サービスの拡大」
  ・コンビニ交付サービス利用の拡大や図書館利用カードとしての利用について検討している。
  ・将来の電子自治体の基盤としての住民基本台帳カードの活用度を高めるため、独自利用領域
サービスの拡大について他課と連携して検討する。

数
値
目
標

項目 単位 数値目標 事業費

そ の 他

千円

7,428 千円

住基カード総交付枚数 枚 18,500

財

源

内

訳

国庫支出金 千円

証明書自動交付機等交付率 ％ 35 県 支 出 金 千円

千円

一 般 7,428

ス
ケ
ジ

ュ
―

ル

備考

窓口での取得勧誘・啓発

市HP・広報での啓発

第１・第３日曜窓口での交付

利用サービスの拡大の検討
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平 成 23 年 度 の 結 果及 び今 後の 方向

部局名 市民環境部

NO．事業名 住基カード普及促進事業（住基カードの普及啓発と独自利用の拡大）

千円

施策体系
まちづくりの方向 将来像実現に向けた取り組み

施 策 親しみやすく機能的な市役所づくり

平 成 23 年 度 の 取 り 組 み 結 果

検

証

①「住民基本台帳カードの周知活動」
　窓口での啓発（口頭・チラシ配布）や、広報への掲載・市ホームページでの動画配信による周知を
した結果、目標以上にカード交付率が向上しました。
②「住民基本台帳カードの取得環境の整備」
　写真付き本人確認証と健康保険証等の2点提示された方への即日交付を行うとともに、本人確認
を容易にするため、運転免許証識別装置を導入し、申請者への負担軽減を図りました。
　また、住基カードの普及促進を図るために各支所での住基カードの交付を実施しました。
　来庁者に対する取得勧誘、第1・第3日曜日の普及活動、10月と3月の強化月間の全ての日曜日
における取得勧誘を行うとともに、山梨県の住基カード普及拡大事業の委託業者による来庁者の勧
誘も実施し、その結果、交付枚数3,329枚、総交付枚数20,682枚、交付率29.1％、証明書自動交付
機等交付率は43.75％に達しました。これにより、第1次笛吹市総合計画で掲げている住基カード普
及率の達成目標、11.7％を大きく更新しました。
③「利用サービスの拡大」
　富士吉田市・韮崎市・南アルプス市・笛吹市・甲州市・富士河口湖町の6団体による住基カードを
利用した証明書等のコンビニ交付サービスや広域自動交付サービスが平成23年3月1日からスター
トしました。また、利用サービスの拡大として図書館利用カードとしての活用も可能とし、平成23年度
は38名の方が登録しました。

項 目 単位 数値結果 事業費（決算） 6,933

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月11月12月 1月 2月 3月

● ●

数

値

結

果

千円

証明書自動交付機等交付率 ％ 43.75 県 支 出 金 千円

住基カード総交付枚数 枚 20,682
財

源

内

訳

国庫支出金

千円

そ の 他 千円

一 般 6,933 千円

地 方 債

今

後

の

方

向

①「住民基本台帳カードの周知活動」
・市民の認知度を高めるため広報への掲載や来庁者の勧誘などを継続的に実施します。また、10
月と3月を啓発推進強化月間とし、市民が多く集まる場所での啓発活動を実施します。
②「住民基本台帳カードの取得環境の整備」
・第1・第3日曜窓口の交付に加え、10月と3月の2回実施している啓発推進強化月間には、全ての日
曜窓口において交付するとともに、支所でも取得できる環境を検討します。また、写真付住基カード
の普及に努めていきます。
③「利用サービスの拡大」
・将来の電子自治体の基盤としての住基カードの活用度を高めるため、独自利用領域サービスの拡
大について他部局と検討していきます。

実

施

工

程

備考

窓口での取得勧誘・啓発

市HP・広報での啓発

啓発推進強化月間
日曜窓口交付日の拡大

利用サービスの拡大の検討
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事
　
業
　
概
　
要

　市民にとって も身近な存在である市役所が提供する行政サービスを、全ての市民がその目的に
応じて、簡単に、分かりやすく、一度に、しかも早く手続きができる環境を整えるという視点から、多く
の自治体が総合窓口化（ワンストップサービス）の導入を検討しています。
　ワンストップサービスの導入により、行政サービスの利便性や住民満足度の向上、窓口業務の効
率化が見込まれますが、導入に向けては業務ごとの様々な課題を整理していく必要があります。
　本市においても、ワンストップサービスの具現化に向け事業着手し、実施可能な総合窓口化を目
指します。

平成23年度マニフェスト

部局名 総務部

NO．事業名 総合窓口化検討事業（ワンストップサービスの具現化を目指し）

施策体系
まちづくりの方向 将来像実現に向けた取り組み

施 策 親しみやすく機能的な市役所づくり

施
策
向
上

に
向
け
て

　「親しみやすく機能的な市役所づくり」の実現を目指し、従来、市役所の各課窓口で行っていた申
請手続き・証明書発行等を一箇所で行うことにより、市民の利便性の向上を図るための取り組みを
進めます。

平成23年度の取り組み

手
段

　調査・検討委員会を設置し、本市に適合した総合窓口のあり方を探るとともに市役所本庁耐震化
のスケジュールを踏まえ検討します。

主な調査検討事項
・総合窓口運営にかかる組織の見直し

-88-

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月11月12月 1月 2月 3月

● ● ● ● ●

地 方 債 千円

段
総合窓口運営にかかる組織 見直

・総合窓口化できる業務の選択
・総合窓口にかかるオンライン化経費
・窓口設置のスペース

数
値
目
標

項目 単位 数値目標 事業費

そ の 他

千円

千円

組織の見直し 課・局 45
財

源

内

訳

国庫支出金 千円

検討会 回 5 県 支 出 金 千円

千円

一 般

ス
ケ
ジ

ュ
―

ル

備考

調査

検討会

-88-
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平 成 23 年 度 の 結 果及 び今 後の 方向

部局名 総務部

NO．事業名 総合窓口化検討事業（ワンストップサービスの具現化を目指し）

千円

施策体系
まちづくりの方向 将来像実現に向けた取り組み

施 策 親しみやすく機能的な市役所づくり

平 成 23 年 度 の 取 り 組 み 結 果

検

証

　市役所が提供する行政サービスをすべての市民が、その目的に応じて、簡単に分りやすく、一度
にしかも早く手続きができる環境を整える視点から、総合窓口化(ワンストップサービス)の検討を行っ
てまいりました。検討にあたって、先進地視察を2回、検討会を4回実施しました。
　本庁舎の耐震化、南館の改修と併せ、南館2階に住民サービス系の業務を集約し、同じ敷地にあ
る保健福祉センターと連携を取りながら現状よりもお客様の移動距離の大幅短縮を図ることとしまし
た。
　また、先進地の例を参考にしながら、笛吹市にふさわしい総合窓口化(ワンストップサービス)につ
いて検討を行った結果、サービス向上の第一段階として、南館改修後には、カルテ（案内票）を発行
することにより、お客様の的確な動線を確保するとともに証明発行窓口及び届出受付窓口を設置
し、併せて総合案内を充実させることとしました。

数

値

結

項 目 単位 数値結果 事業費（決算） 10

千円

検討会 回 4 県 支 出 金 千円

組織の見直し 課・局 47
財

源

内

国庫支出金

先進地視察 回 2 千円地 方 債

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月11月12月 1月 2月 3月

● ● ● ●

● ●

果
内

訳
そ の 他 千円

一 般 10 千円

今

後

の

方

向

　第一段階として、南館改修後に南館2階フロアに住民サービス系の業務を集約し、証明発行窓口
及び届出受付窓口を設置しサービスの系統付けを行います。
　○証明発行窓口で発行する証明内容の確定。
　○届出受付窓口で受理する内容の確定。

　第一段階の完了後、更に検証を行い、平成26年度以降電子システムによる総合窓口化も検討し
ます。

実

施

工

程

備考

調査

検討会

先進地視察

－89－



42

事
　
業
　
概
　
要

　市税の収納率の向上を図ることは、「税負担の公平性の確保」及び「自主財源の確保」の観点か
ら、非常に重要な課題であります。
　本市の市税の収納率は平成21年度現年分94.6％・過年分11.1％と依然低い水準にあり、平成20
年後半期からの経済状況の悪化も依然回復状況になく、納税にも影響する状況にあります。しかし
ながら、こうした状況を放置すれば、住民の税行政への信頼が揺らぎ、更なる収納率の低下が懸念
されます。
　そのため、市税の徴収体制を強化し、滞納額の縮減を図るとともに、納税秩序の確立と市民が自
主納付する地域社会の実現を目指します。
　　　　　　　　収納率の推移

平成23年度マニフェスト

部局名 総務部

NO．事業名 市税等徴収事業（税の公平性確保と納税者の利便性向上）

施策体系
まちづくりの方向 将来像実現に向けた取り組み

施 策 健全で安定した行財政基盤づくり

施
策
向
上

に
向
け
て

　自主財源を確保するこにより、将来にわたって健全で安定した行財政基盤づくりを行います。

平成23年度の取り組み

  ○現年度課税分の徴収強化
　○悪質滞納者への厳正な滞納処分の実施

○無財産 生活困窮者 所在不明者等 の調査 執行停止処分

年度 H.17 H.18 H.19 H.20 H.21

現年分 94.8% 94.2% 94.2% 94.4% 94.6%

過年分 8.0% 8.5% 10.9% 11.3% 11.1%

-90-

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月11月12月 1月 2月 3月

千円国庫支出金

事業費

現年度収納率 ％ 96

そ の 他

地 方 債

一 般

手
段

　○無財産、生活困窮者、所在不明者等への調査・執行停止処分
　○不動産公売の実施
　○動産・自動車の差押とインターネット公売の実施
　○「山梨県地方税滞納整理推進機構」への職員派遣
　○徴収強化月間の実施
　○口座振替の推進
　○eLTAX活用による申告の推進（納税者の利便性向上と事務処理の効率化）

数
値
目
標

項目 単位 数値目標

千円

千円

1 千円

過年度収納率 ％ 15 県 支 出 金財
源
内
訳

10,325 千円

４回

徴収強化月間の実施
●：管理職徴収

ス
ケ
ジ

ュ
―

ル

備考

現年度分徴収強化・滞納処分
強化

納税相談・調査・執行停止

不動産共同公売の実施 ２回

インターネット公売の実施

10,324 千円

-90-
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平 成 23 年 度 の 結 果及 び今 後の 方向

部局名 総務部

NO．事業名 市税等徴収事業（税の公平性確保と納税者の利便性向上）

千円

施策体系
まちづくりの方向 将来像実現に向けた取り組み

施 策 健全で安定した行財政基盤づくり

平 成 23 年 度 の 取 り 組 み 結 果

検

証

○現年度分徴収率は、3月末時点で94.9%であり、出納閉鎖までに目標値の96%が達成できるように
引き続き徴収に努めます。
○過年度分の徴収率は、12.9%の見込みです。過年度徴収率は、高額案件の処理により大きく変動
するため、本年度は計画の15％に2.1ポイント及びませんでした。
○滞納整理実績は、給与・預金・生命保険の調査が4,296件、差押が951件、納税誓約が664件、執
行停止が651件でした。資力があるにも関わらず納付に応じない滞納者は差押後換価を実施し、納
税相談に応じる者は、滞納額に応じた分納を実施しました。また、資力の無い者については、滞納
処分の執行を停止するなど、法に基づいた滞納整理を進めて参りました。
○「山梨県地方税滞納整理推進機構」へ職員2名を派遣し徴収知識・技術の向上を図ると共に、高
額滞納案件の処理に努めました。高額滞納の203件を機構案件とし、機構の指導・協力を受け158
件の処分を実施しました。
○管理職徴収では、課長以上の職員58名で現年度課税分の滞納者に個別訪問を実施しました。
実績は、970件を訪問し、徴収金額は、1,427,200円でした。

数

値

項 目 単位 数値結果 事業費（決算） 10,966

千円

過年度収納率 ％ 12.9 県 支 出 金 千円

現年度収納率 ％ 96.0
財

源

国庫支出金

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月11月12月 1月 2月 3月

結

果

源

内

訳

千円

そ の 他 千円

一 般 10,966 千円

地 方 債

４回

徴収強化月間の実施
●：管理職徴収

今

後

の

方

向

　徴収率の向上は、新たな滞納をつくらないことが重要になります。このため、早期の差押処分の実
施や分納者に対する現年度分の納期内自主納付の指導に努めます。
　また、県と連携するなかで、滞納処分に関するノウハウの取得に努めるとともに、蓄積したノウハウ
を生かして差押処分の強化を図り、引き続き法に基づいた滞納整理を進めて参ります。

実

施

工

程

備考

現年度分徴収強化・滞納処分
強化

納税相談・調査・執行停止

不動産共同公売の実施 3回

インターネット公売の実施

－91－
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